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１章 基準適合性 
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１．適合性 

１．１ 概要 

通信連絡を行うために必要な設備は，重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うこと

を目的として設置又は保管するものであり，再処理事業所内の通信設備及び

再処理事業所外への通信設備で構成する。 

再処理事業所内の通信設備及び再処理事業所外への通信設備の系統概要図

を第2-1-1図に示す。 

再処理事業所内の通信設備は，常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事

故等対処設備として以下の代替通信連絡設備で構成する。代替通信連絡設備

の系統概要図を第2-1-2図に示す。 

【常設重大事故等対処設備】 

・代替通話系統 

【可搬型重大事故等対処設備】 

・可搬型通話装置 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 

再処理事業所外への通信設備は，常設重大事故等対処設備として以下の通

信連絡設備で構成する。 

・統合原子力防災ネットワークに接続する設備（統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力

防災ネットワークＴＶ会議システム） 

・データ伝送設備 
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また，再処理事業所外への通信設備は，可搬型重大事故等対処設備とし

て以下の代替通信連絡設備で構成する。 

・可搬型衛星電話（屋内用）

・可搬型衛星電話（屋外用）

再処理事業所外への通信設備のうち，統合原子力防災ネットワークに接続

する設備（統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム），可搬型

衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。

通信連絡を行うために必要な設備は，重大事故等の発生の要因となる安全

機能の喪失の起因に応じて対処に有効な設備を使用することとし，内的事象

による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴わない重大事

故等の発生時には，第27条通信連絡設備を使用する。
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１．２ 規則への適合性 

【再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則】 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第四十七条 再処理施設には、重大事故等が発生した場合において当該再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

一 通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）

からの給電を可能とすること。 

＜適合のための設計方針＞ 

 再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において再処理事業所の内

外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備（代

替電源設備（電池等の予備電源設備を含む）からの給電を可能とした設備）

を設ける設計とする。 
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２．設計方針 

２．１ 通信連絡を行うために必要な設備 

(１) 再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを再処

理事業所内の必要な場所で共有するために，再処理事業所内の通信設備を設

ける。 

ａ．再処理事業所内の通信設備 

再処理事業所内の通信設備は，重大事故等が発生した場合において，再

処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための

設備として，可搬型通話装置，代替通話系統，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型ト

ランシーバ（屋外用）を設置又は保管する設計とする。

可搬型通話装置は，重大事故等対処建屋内で必要な情報連絡を行う際に

使用するものであり，可搬型重大事故等対処設備として制御建屋及び外部

保管エリアに保管する設計とする。 

代替通話系統は，重大事故等対処建屋内において，必要な情報連絡を行

う際に使用するものであり，常設重大事故等対処設備として前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋に２系統設け，可搬型通話装置を接続して使用可能な設

計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室，緊急時対策所並びに屋外間で

連絡を行う際に使用するものであり，可搬型重大事故等退所設備として使
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用済燃料の受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エ

リアに保管する設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，ハン

ドセットを使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室並

びに緊急時対策所に配置し，屋外に配置したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。 

可搬型通話装置は，代替電源設備として乾電池で動作可能な設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星

電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，代替電源設備とし

て充電池で動作可能な設計とする。さらに，可搬型衛星電話（屋内用）及

び可搬型トランシーバ（屋内用）は，電源設備の使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，緊急時対策所の電源

設備の緊急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。 

乾電池を用いるものについては７日間以上継続して通話ができる設計

とする。また，充電池を用いるものについては，電源設備の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，緊急時対

策所の電源設備の緊急時対策建屋用発電機にて充電，又は受電することで

７日間以上継続して通話ができる設計とする。 

  重大事故等の発生の要因となる安全機能の喪失の起因に応じて対処に有

効な設備を使用することとし，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，

全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時には，第27条通信連

絡設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

(ａ)常設重大事故等対処設備 

   ・代替通話系統 

8



 

(ｂ)可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型通話装置 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 

 

ｂ．計測等を行った重大事故等の対処に必要なパラメータを再処理事業所内

の必要な場所で共有する通信設備 

重大事故等が発生した場合に，計測等を行った重大事故等の対処に必要

なパラメータを再処理事業所内の必要な場所で共有するための通信設備と

して，「(１)ａ項 再処理事業所内の通信設備」を使用する。 

具体的には，可搬型情報収集装置（４３条 計装設備），可搬型情報表

示装置（４３条 計装設備），可搬型データ伝送装置（４５条 監視測定設

備），可搬型データ表示装置(４５条 監視測定設備)が設置されるまでは，

可搬型通話装置，代替通話系統，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋外

用）を使用する。 

 

【第2-1-1表，補足説明資料2-1,2-3,2-11】 
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(２) 再処理事業所外の通信連絡を行うために必要な設備 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うための設備として，再処理事業所外への通信

設備を設ける。 

ａ．再処理事業所外への通信設備 

  再処理事業所外への通信設備は，重大事故等が発生した場合において，

再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための

設備として，統合原子力防災ネットワークに接続する設備及びデータ伝送

設備を設置する設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する設備は，再処理事業所外へ通信

連絡を行うために使用するものであり，常設重大事故等対処設備として緊

急時対策建屋に設置する設計とする。 

データ伝送設備は，再処理事業所外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳ

Ｓ）へ重要なデータを伝送するための設備であり，常設重大事故等対処設

備として緊急時対策建屋に設置する設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，再処理事

業所外へ通信連絡を行うために使用するものであり，可搬型重大事故等対

処設備として，制御建屋，緊急時対策建屋並びに外部保管エリアに保管す

る設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，「(１)ａ項

再処理事業所内の通信設備」と同様の仕様である。 

統合原子力防災ネットワークに接続する設備及びデータ伝送設備は，緊

急時対策所の電源設備の緊急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な

設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源
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設備として充電池で動作可能な設計とする。さらに，可搬型衛星電話（屋

内用）は，緊急時対策所の電源設備の緊急時対策建屋用発電機から受電し，

動作可能な設計とする。 

  重大事故等の発生の要因となる安全機能の喪失の起因に応じて対処に有

効な設備を使用することとし，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，

全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時には，第27条通信連

絡設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

(ａ)常設重大事故等対処設備 

・統合原子力防災ネットワークに接続する設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

・データ伝送設備 

 (ｂ)可搬型重大事故等対処設備 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

ｂ．計測等を行った重大事故等の対処に必要なパラメータを再処理事業所外

の必要な場所で共有する通信設備 

重大事故等が発生した場合に，計測等を行った重大事故等の対処に必要

なパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有する通信設備として，

「(２)ａ項 再処理事業所外への通信設備」を使用する。 

具体的には，可搬型情報収集装置（４３条 計装設備），可搬型データ

伝送装置（４５条 監視測定設備）が設置されるまでは，可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）を使用する。 

可搬型情報収集装置等が設置された後は，データ伝送設備にて送信し，
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共有する。 

 

【第2-1-2表，補足説明資料2-1,2-3,2-11】 
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２．２ 多様性，位置的分散  

 基本方針については，「33条 重大事故等対処設備」の「2.1 多様性，位

置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 (１) 再処理事業所内の通信設備 

  再処理事業所内の通信設備は，設計基準の範囲で使用するページング装

置及び所内携帯電話等と共通要因によって同時に機能を損なわれるおそれ

がないよう，異なる構造とするとともに，ページング装置及び所内携帯電

話等とは独立した構造とすることで，多様性及び独立性を有する設計とす

る。 

代替通話系統は，使用済燃料の受入れ・貯蔵管理建屋，制御建屋及び重

大事故等対処建屋のページング装置及び制御建屋等の所内携帯電話等と共

通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異なる場

所に設置することにより位置的分散を図る設計とする。 

また，当該設備を重大事故等対処建屋毎で，異なる場所に２系統設ける

ことで，同時に機能を損なうことのない設計とする。 

代替通話系統は，「第33条：重大事故等対処設備」の「３．地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。また，基

準地震動の1.2倍の地震力に対して機能喪失する溢水源からの溢水に対し

ては，位置的分散，被水防護，溢水水位に対して機能を喪失しない位置へ

設置する。 

代替通話系統は，安全機能を有する施設に適用する風（台風）等の外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設

置する。 

代替通話系統は，直撃雷に対して構内設置網と連接した建屋内に設置す
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る。間接雷に対して雷サージによる影響を軽減できる設計とする。

代替通話系統は，鳥類，小動物，水生植物等の付着又は侵入を考慮し，

これら生物の侵入を防止又は抑制する設計を講じた建屋内に設置する。

代替通話系統は，航空機落下等に対して，使用済燃料の受入れ・貯蔵管

理建屋，制御建屋及び重大事故等対処建屋のページング装置及び制御建屋

等の所内携帯電話等と同時にその機能が損なわれないよう，位置的分散を

図り設置する設計とする。

代替通話系統は，動的機器の多重故障及び長時間の全交流動力電源の喪

失を考慮し，使用済燃料の受入れ・貯蔵管理建屋，制御建屋及び重大事故

等対処建屋のページング装置及び制御建屋等の所内携帯電話等と共通要因

によって同時にその機能が損なわれないよう異なる構造とすることで多様

性を有する設計とする。 

代替通話系統は，動的機器の多重故障及び長時間の全交流動力電源の喪

失を考慮し，使用済燃料の受入れ・貯蔵管理建屋，制御建屋及び重大事故

等対処建屋のページング装置及び制御建屋等の所内携帯電話等と共通要因

によって同時にその機能が損なわれないよう，位置的分散を図る設計とす

る。 

 代替通話系統は，可搬型通話装置の電路として用いるものであり，電源

を必要としないことから，代替電源として考慮するものはない。

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，使

用済燃料の受入れ・貯蔵管理建屋，制御建屋及び重大事故等対処建屋のペ

ージング装置及び制御建屋等の所内携帯電話等から離れた場所に保管する

ことで，使用済燃料の受入れ・貯蔵管理建屋，制御建屋及び重大事故等対

処建屋のページング装置及び制御建屋等の所内携帯電話等と共通要因によ
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って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，地

震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管する設計とする。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，想

定される重大事故の環境条件に対してその機能を確実に発揮できるよう複

数の保管場所に分散して保管する設計とする。 

屋内に保管する可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，固縛等の措置を講じ，使用済燃料の受入れ・貯蔵建屋，制御建

屋，緊急時対策建屋（可搬型通話装置は除く），並びに外部保管エリアに保

管する。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，「第

33条：重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする。また，基準地震動の1.2倍の地震

力に対して機能喪失する溢水源からの溢水に対しては，位置的分散，被水

防護，溢水水位に対して機能を喪失しない位置へ保管する。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，安

全機能を有する施設に適用する風（台風）等の外部からの衝撃によってペ
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ージング装置及び所内携帯電話等と同時に必要な機能を損なうおそれがな

いよう，安全機能を有する施設に適用する風（台風）等の外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた使用済燃料の受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，

緊急時対建屋に保管するとともに，防火帯の内側の外部保管エリアの複数

箇所に分散して保管する設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用）は，落雷に対

して，避雷設備により防護する設計とする。また，鳥類，小動物，水生植

物等の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制できる設

計とする。 

屋内に保管する可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）は，航空機落下等に対して，可能な限り設計基準事故に対処するた

めの設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数

箇所に分散して保管する。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，動

的機器の多重故障及び長時間の全交流動力電源の喪失を考慮し，使用済燃

料の受入れ・貯蔵管理建屋，制御建屋及び重大事故等対処建屋のページン

グ装置及び制御建屋等の所内携帯電話等と共通要因によって同時にその機

能が損なわれないよう異なる構造とすることで多様性を有する設計とする。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，動

的機器の多重故障及び長時間の全交流動力電源の喪失を考慮し，使用済燃

料の受入れ・貯蔵管理建屋，制御建屋及び重大事故等対処建屋のページン

グ装置及び制御建屋等の所内携帯電話等と共通要因によって同時にその機
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能が損なわれないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）の電源は，ページング装置及び所内携帯電話等と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう代替電源設備として乾電池又は充電池を使用

することで，設計基準の電源からの給電により使用するページング装置及

び所内携帯電話等に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の電源は，

ページング装置及び所内携帯電話等と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう代替電源設備として充電池，又は電源設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，緊急時対策所

の電源設備の緊急時対策建屋用発電機からの給電で使用することで，設計

基準の電源からの給電により使用するページング装置及び所内携帯電話等

に対して多様性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「42条 電源設備」及び「46

条  緊急時対策所」にて記載する。 

 (2) 再処理事業所外への通信設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝

送設備は，「第33条：重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。また，基準地震動

の1.2倍の地震力に対して機能喪失する溢水源からの溢水に対しては，位置

的分散，被水防護，溢水水位に対して機能を喪失しない位置へ設置する。 

  統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ

伝送設備は，異なる通信方式の専用通信回線を用いることにより，共通要
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因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう多様性を確保し

た設計とする。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝

送設備は，安全機能を有する施設に適用する風（台風）等の影響を受ける

場合は，機能を維持すること若しくは損傷を考慮して代替設備により必要

な機能を確保する，安全上支障の生じない期間に修復を行う又はそれを組

み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝

送設備は，直撃雷に対して構内接地網と連接した避雷設備を有する緊急時

対策建屋内に設置する設計とする。間接雷に対しては雷サージによる影響

を軽減できる設計とする。

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝

送設備は，鳥類，小動物，水生植物等の付着又は侵入を考慮し，これら生

物の侵入を防止又は抑制する設計を講じた緊急時対策建屋内に設置する。

 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝

送設備の電源の多様性，位置的分散は「46条  緊急時対策所」にて記載す

る。 

 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建屋，

緊急時対策建屋の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファク

シミリと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる構造とす

ることで，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリ
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に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建屋，

緊急時対策建屋の一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファク

シミリと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。また，常設重大事故等対処設備である統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力

防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設備に対しても共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）の電源は，「(１)

項 再処理事業所内の通信設備」と同様である。 

電源設備の多様性，位置的分散については「42条 電源設備」及び「46

条  緊急時対策所」にて記載する。 

(３)内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事故等の対処に使用する

通信設備 

内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴

わない重大事故等の発生時に使用する第27条通信連絡設備は，当該設備と

同仕様の設計とする。 

 

【第2-1-3,4,5,6,7表，補足説明資料2-1,2-4】 
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２．３ 悪影響防止 

 基本方針については，「33条 重大事故等対処設備」の「2.1 多様性，位

置的分散，悪影響防止等」に示す。 

(１) 再処理事業所内の通信設備 

 代替通話系統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラン

シーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外

用）は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 (２) 再処理事業所外への通信設備 

 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，設計基準の範囲で使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電

話（屋外用）は，「(１)項 再処理事業所内の通信設備」と同様である。 

(３)内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事故等の対処に使用する

通信設備 

内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴

わない重大事故等の発生時に使用する第27条通信連絡設備は，当該設備と

同仕様の設計とする。 

【第 2-1-8 表】 
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２．４ 容量等  

 基本方針については，「33条 重大事故等対処設備」の「2.2 個数及び容

量等」に示す。 

(１) 再処理事業所内の通信設備 

代替通話系統は，重大事故等対処建屋で通信連絡を行うために必要な設

備である。 

代替通話系統は，想定される重大事故等への対処が可能となるよう，独

立した２系統により構成し，建屋内で使用する可搬型通話装置の数量に対

して必要な容量（可搬型通話装置の接続口の数量及び接続可能な台数）を

確保する設計とする。 

可搬型通話装置は，重大事故等対処建屋で通信連絡を行うために必要な

設備であり，建屋内で使用する個数として，重大事故等が発生している建

屋内で作業を行う実施組織の要員数分以上を割り当てることができる個数

として， 必要数として 120 台を確保するとともに，故障時バックアップと

して 120 台の合計 240 台を確保する。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，重大事故等対処建屋及び屋外と，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室並びに緊急時対策所

との間で通信連絡を行うために必要な設備であり，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室並びに緊急時対策所において使用す

る個数として，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で対処する

実施組織の建屋責任者（１名），中央制御室で対処する建屋責任者（６名分），

放射線対応責任者（１名），建屋外対応責任者（１名），建屋外対応責任者

連絡要員（１名），支援組織の放射線管理班員（１名），中央制御室で対処

する支援組織の情報連絡要員（１名）及び緊急時対策所で対処する支援組

織の情報連絡要員（１名）に１台ずつ割り当てることができる個数として，
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対処に必要数として 13 台を確保するとともに，故障時バックアップとして

13 台の合計 26 台を確保する。 

可搬型トランシーバ（屋内用）は，重大事故等対処建屋及び屋外と，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室並びに緊急時対

策所との間で通信連絡を行うために必要な設備であり，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室並びに緊急時対策所において使

用する個数として，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で対処

する実施組織の建屋責任者（１名），中央制御室で対処する建屋責任者（６

名分），放射線対応責任者（１名），建屋外対応責任者（１名），建屋外対応

責任者連絡要員（１名），支援組織の放射線管理班員（１名），中央制御室

で対処する支援組織の情報連絡要員（１名）及び緊急時対策所で対処する

支援組織の情報連絡要員（１名）に１台ずつ割り当てる。中央制御室で対

処する実施組織の建屋責任者（６名）については，可搬型トランシーバ（屋

内用）１台を６名で共用することから，これを考慮し，必要な個数として

８台を確保するとともに故障時バックアップとして８台の合計 16 台を確

保する。 

可搬型衛星電話（屋外用）は，重大事故等対処建屋及び屋外と，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室並びに緊急時対策所

との間で通信連絡を行うために必要な設備であり，屋外において使用する

個数として，実施組織の各現場管理者（６名）に１台ずつ，支援組織の放

射線管理班（１班体制），実施組織の放射線対応班（８班体制），建屋外対

応班（９班体制），建屋対策班（５班体制）の各班に１台ずつ割り当てるこ

とができる必要な個数として，30 台を確保するとともに故障時のバックア

ップとして 30 台の合計 60 台を確保する。 

可搬型トランシーバ（屋外用）は，重大事故等対処建屋及び屋外と，使
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用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室並びに緊急時対

策所との間で通信連絡を行うために必要な設備であり，屋外において使用

する個数として，実施組織の各現場管理者に１台ずつ（６名），支援組織の

放射線管理班（１班体制），実施組織の放射線対応班（８班体制），建屋対

策班（５班体制）の各班に１台ずつ割り当てることができる個数を有する

設計とする。また，建屋外対応班（９班）は，作業中において要員ごとに

状況確認を行う必要があることから，要員数分の可搬型トランシーバ（屋

外用）を割り当てることができる個数として 19 台を割り当てることから，

必要数として 39 台を確保するとともに，故障時バックアップと待機除外時

のバックアップとして 39 台の合計 78 台を確保する。 

【補足説明資料 2-4,2-8】 

(２) 再処理事業所外への通信設備 

  統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，緊急時

対策所と再処理事業所外の必要箇所との間で通信連絡を行うために必要な

データ量を伝送することができる設計とする。 

データ伝送設備は，緊急時対策所と再処理事業所外の必要箇所との間で

通信連絡を行うために必要なデータ量を伝送することができる設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策所と再処理事業所外の必要箇

所との間で通信連絡を行うために必要な設備であり，緊急時対策所におい

て使用する個数として，緊急時対策所で対処する支援組織の連絡要員（３

名）に１台ずつ割り当てることができる必要な個数として３台を確保する

とともに故障時バックアップとして３台の合計６台を確保する。  

可搬型衛星電話（屋外用）は，屋外と再処理事業所外の必要箇所との間

で通信連絡を行うために必要な設備であり，屋外において使用する個数と
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して，制御建屋で対処する実施組織の連絡要員（１名）に１台割り当てる

ことができる必要な個数として１台を確保するとともに故障時バックアッ

プと待機除外時のバックアップとして１台の合計２台を確保する。 

(３)内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事故等の対処に使用する

通信設備 

内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴

わない重大事故等の発生時に使用する第27条通信連絡設備は，当該設備と

同仕様の設計とする。 

 

【補足説明資料2-8】 
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２．５ 環境条件等 

 基本方針については，「33条 重大事故等対処設備」の「2.3 環境条件等」

に示す。 

(１) 再処理事業所内の通信設備 

代替通話系統は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋で使用し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。環境条件としては，発生

した蒸気及び凝縮水による線量率の上昇を考慮するとともに安全機能を有す

る施設に適用する風（台風）等を考慮した前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内に設

置する。 

代替通話系統は，内部発生飛散物による影響に対しては，高速回転機器の

破損を想定し，飛散する回転体の直接的な影響から防護することで悪影響を

及ぼさない設計とする。 

代替通話系統は，想定破損による溢水及び基準地震動の1.2倍の地震力に対

して機能喪失する溢水源からの溢水に対しては，溢水量を考慮した位置への

設置，被水を考慮した設計とする。 

代替通話系統は，化学薬品の漏えいの影響を受けない位置へ設置する。 

代替通話系統は，火災に対して「第29条：火災等による損傷の防止」に基

づく設計とする。 

代替通話系統は，「第33条：重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

代替通話系統の接続及び操作は，想定される重大事故等時の環境下におい

て，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋で接続及び操作が可能な設計とする。 
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可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，使用済燃

料の受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋（可搬型通話装置は除く），

並びに外部保管エリアに保管し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室，中央制御室並びに緊急時対策所（可搬型通話装置は除く）並びに屋外

で使用し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

想定される環境条件のうち，積雪，火山の影響に対しては，必要に応じて除

雪，除灰を行う。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，安全機能

を有する施設に適用する風（台風）等を考慮した建屋内に保管し，安全機能

を有する施設に適用する地震を超える地震でも飛散しないよう保管容器に収

納した上で固縛する。また，基準地震動の1.2倍の地震力に対して機能喪失す

る溢水源からの溢水を考慮し，保管容器に収納した上で被水防護を講じ，没

水しない高さに保管する。化学薬品の漏えいも考慮し化学薬品の漏えい対策

により漏えいの影響を受けるおそれのない場所に保管する。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，火災に対

して「第33 条：重大事故等対処設備」「４．可搬型重大事故等対処設備の内

部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う設計とする。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，想定され

る重大事故等時において，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室，緊急時対策所及び屋外で操作可能
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な設計とする。 

(２) 再処理事業所外への通信設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，緊急時対策建屋に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，想定破損による溢水及び基準地震動の1.2倍の地震力に対して機能喪失

する溢水源からの溢水に対しては，溢水量を考慮した位置への設置，被水を

考慮した設計とする。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，化学薬品の漏えいの影響を受けない位置へ設置する。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，火災に対して「第29条：火災等による損傷の防止」に基づく設計とす

る。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，「第33条：重大事故等対処設備」の「３．地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，想定される重大事故等時の環境下において緊急時対策所で操作可能な
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設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，「(１)項 再処

理事業所内の通信設備」と同様である。 

(３)内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事故等の対処に使用する

通信設備

内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴

わない重大事故等の発生時に使用する第27条通信連絡設備は，「第31条：地

震による損傷の防止」に基づく設計とする。また，火災に対しては，「第29

条：火災等による損傷の防止」に基づく設計とする。

【第2-1-9表,補足説明資料2-9】 
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２．６ 操作性の確保 

 基本方針については，「33条 重大事故等対処設備」の「2.4 操作性及び

試験・検査性」に示す。 

(１) 再処理事業所内の通信設備 

代替通話系統は，可搬型通話装置を接続して使用する設備であり，当該設

備同士の接続は，簡便なコネクタ接続とし，接続規格を統一することにより，

使用場所において確実に接続できる設計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，簡便な

コネクタ接続とし，接続規格を統一することにより，使用場所において確実

に接続できる設計とする。 

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用）

は，設計基準の範囲で使用するページング装置及び所内携帯電話等と兼用し

ないため，想定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計と

し，付属の操作スイッチ等により使用場所で操作が可能な設計とする。 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，設計基

準の範囲で使用するページング装置及び所内携帯電話等と兼用しないため，

想定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とし，人が携

行して移動し，付属の操作スイッチ等により使用場所で操作が可能な設計と

する。 

(２) 再処理事業所外への通信設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設

備は，設計基準の範囲で使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とし，付属の操作スイッチにより，設置場所で操作が可

能な設計とする。 
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可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，「(１)項 再処

理事業所内の通信設備」と同様である。 

(３)内的事象による安全機能の喪失を要因とした重大事故等の対処に使用する

通信設備 

内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を伴

わない重大事故等の発生時に使用する第27条通信連絡設備は，当該設備と

同仕様の設計とする。 

【第2-1-11表,補足説明資料2-10】 
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３．主要設備及び仕様 

 通信連絡を行うために必要な設備の仕様を第2-1-1表，第2-1-2表に示す。 
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４．試験検査 

 基本方針については，「33条 重大事故等対処設備」の「2.4 操作性及び

試験・検査性」に示す。 

 通信連絡を行うために必要な設備は，再処理事業所の運転中又は停止中に，

機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備は，保管数量及び保管状態を定期的に確認する。 

乾電池を用いるものについては，定期的に乾電池を交換する。充電池を用

いるものについては，定期的に充電を行う。 

 

【第2-1-12表,補足説明資料2-12】 
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第 2-1-1 表 通信連絡を行うために必要な設備の主要設備の仕様（再処理事業所内の通信設備） 

注記 (1)臨界事故の拡大及び有機溶媒等による火災又は爆発への対処に対しては，27 条通信連絡設備を使用する。 

(2)の個数は，故障時バックアップを含む。

通信種別 主要設備 設置又は保管場所 代替電源設備 通信回線 個数(２） 

再処理事業所

内の通信設備
(1)

代替通話系統 

前処理建屋 

分離建屋 

精製建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

高レベル廃液ガラス固化建屋

－ 有線 － 

可搬型通話装置 
制御建屋 

外部保管エリア 
乾電池 有線 240 

可搬型衛星電話（屋内用） 

制御建屋 

緊急時対策建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

外部保管エリア 

充電池 

緊急時対策建屋用発電機 

使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機 

制御建屋可搬型発電機 

衛星 

（通信事業者回線） 
26 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

制御建屋 

緊急時対策建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

外部保管エリア 

充電池 

緊急時対策建屋用発電機 

使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機 

制御建屋可搬型発電機 

無線 16 

可搬型衛星電話（屋外用） 

制御建屋 

緊急時対策建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

外部保管エリア 

充電池 
衛星 

（通信事業者回線） 
60 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

制御建屋 

緊急時対策建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

外部保管エリア 

充電池 無線 78 
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第 2-1-2 表 通信連絡を行うために必要な設備の主要設備の仕様（再処理事業所外への通信設備） 

 

注記 (1)臨界事故の拡大及び有機溶媒等による火災又は爆発への対処に対しては，27 条通信連絡設備を使用する。 

(2)の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

   (3)の設備は，設計基準事故時にも使用する。 

   (4)の個数は，故障時バックアップを含む。 

 

 

 

通信種別 主要設備 設置又は保管場所 電源 通信回線 個数(4) 

再処理事業

所外への通

信設備(1) 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話(2)(3) 緊急時対策建屋 緊急時対策建屋用発電機 
有線，衛星 

（通信事業者回線） 
－ 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ(2)(3) 緊急時対策建屋 緊急時対策建屋用発電機 
有線，衛星 

（通信事業者回線） 
－ 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム(2)(3) 緊急時対策建屋 緊急時対策建屋用発電機 
有線，衛星 

（通信事業者回線） 
－ 

可搬型衛星電話（屋内用）(2) 
緊急時対策建屋 

外部保管エリア 
緊急時対策建屋用発電機 

衛星 

（通信事業者回線） 
6 

可搬型衛星電話（屋外用）(2) 
緊急時対策建屋 

外部保管エリア 
充電池 

衛星 

（通信事業者回線） 
2 

データ伝送設備(3) 緊急時対策建屋 緊急時対策建屋用発電機 
有線，衛星 

（通信事業者回線） 
－ 
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再処理施設

　【凡例】

再処理事業内 再処理事業所外
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制御建屋

可搬型

通話装置

可搬型衛星電話

（屋内用）

緊急時対策建屋

統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備

ＩＰ電話

ＩＰ－ＦＡＸ

ＴＶ会議システム

可搬型衛星電話

（屋内用）

現場（屋外）

現場（屋内）

可搬型

通話装置

可搬型衛星電話

（屋外用）

可搬型トランシーバ

（屋外用）

可搬型トランシーバ

（屋内用）

可搬型トランシーバ

（屋内用）

データ伝送設備
情報収集装置

（緊急時対策所）

情報表示装置

（緊急時対策所）

可搬型情報収集装置

（計装設備）

可搬型情報収集装置

（計装設備）

可搬型情報表示装置

（計装設備）

可搬型データ伝送装置

（監視測定設備）

可搬型データ表示装置

（監視測定設備）

有線系回線

衛星系回線

無線系回線

通信・データ

の流れ

可搬型トランシーバ

（屋内用）

可搬型トランシーバ

（屋内用）

可搬型衛星電話

（屋内用）

可搬型衛星電話

（屋外用）

使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室

可搬型トランシーバ

（屋内用）

可搬型衛星電話

（屋内用）

可搬型衛星電話

（屋内用）

可搬型トランシーバ

（屋内用）

可搬型衛星電話

（屋内用）

臨界事故の拡大及び有機溶媒等による火災又は爆発への対処に対しては，27条通信連絡設備を使用する。

第2-1-1図 再処理事業所内の通信設備及び再処理事業所外への通信設備の系統概要図 
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第2-1-3表 多様性及び位置的分散（代替通話系統，可搬型通話装置） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 
代替通話系統 

可搬型通話装置 
ページング装置 所内携帯電話 専用回線電話 

主要設備※２ 

制御装置※３ 交換機※４ 専用回線電話 
代替通話系統 

可搬型通話装置 

前処理建屋地上5階 

分離建屋地上2階 

精製建屋地下2階 

制御建屋地下2階 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋地上2階 

高ﾚﾍﾞﾙ廃液ｶﾞﾗｽ固化建屋地上2階 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋地下1階 

制御建屋地下1階 

制御建屋地上1階 

緊急時対策建屋地下2階 

使用済燃料受入れ･貯蔵建屋 

地上2階 

制御建屋地上3階(可搬型通話装置) 

前処理建屋各階(代替通話系統) 

分離建屋各階(代替通話系統) 

精製建屋各階(代替通話系統) 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋各階(代替通話系統) 

高ﾚﾍﾞﾙ廃液ｶﾞﾗｽ固化建屋各階(代替通話系統) 

外部保管エリア(可搬型通話装置) 

駆動電源※５ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 ― 
乾電池 

(可搬型通話装置のみ) 

各現場建屋 制御建屋地下1階 ― 
上記と同じ 

（可搬型通話装置に内蔵） 

※１：設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち代替通話系統は常設設備として，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は可搬型設備を示す。 

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち代替通話系統は設置場所，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は保管場所を示す。 

※３：ページング装置の制御装置は，上記建屋の他，低レベル廃液処理建屋, ハル・エンドピース貯蔵建屋, 出入管理建屋, ウラン脱硝建屋, 低レベル廃棄物処理建屋等に 

設置。 

※４：所内携帯電話の交換機は，上記建屋の他，低レベル廃棄物処理建屋, ユーティリティ建屋等に設置。 

※５：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備及び重大事故等対処設備のうち代替通話系統は設置場所，重大事故等対処設備のうち可搬型通話装置は保管場所を示す。 
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第2-1-4表 多様性及び位置的分散（可搬型衛星電話（屋内用））

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 所外通信連絡設備 

可搬型衛星電話 

（屋内用） 
ページング装置 所内携帯電話 専用回線電話 

一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシ

ミリ

主要設備※２ 

制御装置※３ 交換機※４ 専用回線電話 

①一般加入電話

②一般携帯電話

③衛星携帯電話

④ファクシミリ

可搬型衛星電話 

（屋内用） 

前処理建屋地上5階 

分離建屋地上2階 

精製建屋地下2階 

制御建屋地下2階 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋地上2階

高ﾚﾍﾞﾙ廃液ｶﾞﾗｽ固化建屋地上2階

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋地下1階 

制御建屋地下1階 

制御建屋地上1階 

緊急時対策建屋地下2階 

使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋 

地上2階 

①制御建屋，緊急時対策建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋 

②緊急時対策建屋

③制御建屋，緊急時対策建屋

④制御建屋，緊急時対策建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋 

制御建屋地上3階 

使用済燃料受入れ・貯蔵 

建屋地上1階 

緊急時対策建屋地下1階 

外部保管エリア 

駆動電源※５ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 ― 
③無停電交流電源

④無停電交流電源

充電池 

制御建屋可搬型発電機 

使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機 

緊急時対策建屋用発電機 

各現場建屋 制御建屋地下1階 ― 各現場建屋 屋外 

※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備として，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

※３：ページング装置の制御装置は，上記建屋の他，低レベル廃液処理建屋, ハル・エンドピース貯蔵建屋, 出入管理建屋, ウラン脱硝建屋, 低レベル廃棄物処理建屋等に

設置。 

※４：所内携帯電話の交換機は，上記建屋の他，低レベル廃棄物処理建屋, ユーティリティ建屋等に設置。

※５：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。
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第2-1-5表 多様性及び位置的分散（可搬型トランシーバ（屋内用）） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 
可搬型トランシーバ 

（屋内用） 
ページング装置 所内携帯電話 専用回線電話 

主要設備※２ 

制御装置※３ 交換機※４ 専用回線電話 
可搬型トランシーバ 

（屋内用） 

前処理建屋地上5階 

分離建屋地上2階 

精製建屋地下2階 

制御建屋地下2階 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋地上2階

高ﾚﾍﾞﾙ廃液ｶﾞﾗｽ固化建屋地上2階

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋地下1階 

制御建屋地下1階 

制御建屋地上1階 

緊急時対策建屋地下2階 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

地上2階 

制御建屋地下1階 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上1階 

緊急時対策建屋地下1階 

外部保管エリア 

駆動電源※５ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 ― 

充電池 

制御建屋可搬型発電機 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

可搬型発電機 

緊急時対策建屋用発電機 

各現場建屋 制御建屋地下1階 ― 屋外 

※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備として，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

※３：ページング装置の制御装置は，上記建屋の他，低レベル廃液処理建屋, ハル・エンドピース貯蔵建屋, 出入管理建屋, ウラン脱硝建屋, 低レベル廃棄物処理建屋等に

設置。 

※４：所内携帯電話の交換機は，上記建屋の他，低レベル廃棄物処理建屋, ユーティリティ建屋等に設置。

※５：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。
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第2-1-6表 多様性及び位置的分散（可搬型衛星電話（屋外用）） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 所外通信連絡設備 
可搬型衛星電話 

（屋外用） 
ページング装置 所内携帯電話 専用回線電話 

一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話 

主要設備※２ 

制御装置※３ 交換機※４ 専用回線電話 

①一般加入電話

②一般携帯電話

③衛星携帯電話

可搬型衛星電話 

（屋外用） 

前処理建屋地上5階 

分離建屋地上2階 

精製建屋地下2階 

制御建屋地下2階 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋地上2階

高ﾚﾍﾞﾙ廃液ｶﾞﾗｽ固化建屋地上2階

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋地下1階 

制御建屋地下1階 

制御建屋地上1階 

緊急時対策建屋 

地下2階 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 

地上2階 

①制御建屋，緊急時対策建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋 

②緊急時対策建屋

③制御建屋，緊急時対策建屋

制御建屋地上3階 

緊急時対策建屋地下1階 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

地上1階 

外部保管エリア 

駆動電源※５ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 ― ③無停電交流電源 充電池 

各現場建屋 制御建屋地下1階 ― 各現場建屋 
上記と同じ 

（端末に内蔵） 

※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備として，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

※３：ページング装置の制御装置は，上記建屋の他，低レベル廃液処理建屋, ハル・エンドピース貯蔵建屋, 出入管理建屋, ウラン脱硝建屋, 低レベル廃棄物処理建屋等に

設置。 

※４：所内携帯電話の交換機は，上記建屋の他，低レベル廃棄物処理建屋, ユーティリティ建屋等に設置。

※５：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。
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第2-1-7表 多様性及び位置的分散（可搬型トランシーバ（屋外用）） 

項目※１ 

設計基準の範囲で使用する設備 重大事故等対処設備 

所内通信連絡設備 
可搬型トランシーバ 

（屋外用） 
ページング装置 所内携帯電話 専用回線電話 

主要設備※２ 

制御装置※３ 交換機※４ 専用回線電話 
可搬型トランシーバ 

（屋外用） 

前処理建屋地上5階 

分離建屋地上2階 

精製建屋地下2階 

制御建屋地下2階 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋地上2階

高ﾚﾍﾞﾙ廃液ｶﾞﾗｽ固化建屋地上2階

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋地下1階 

制御建屋地下1階 

制御建屋地上1階 

緊急時対策建屋地下2階 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

地上2階 

制御建屋地下1階 

緊急時対策建屋地下1階 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上1階 

外部保管エリア 

駆動電源※５ 

非常用母線 

無停電交流電源 

蓄電池 

蓄電池 ― 充電池 

各現場建屋 制御建屋地下1階 ― 
上記と同じ 

（端末に内蔵） 

※１：設計基準の範囲で使用する設備は常設設備として，重大事故等対処設備は可搬型設備を示す。

※２：主要設備は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。

※３：ページング装置の制御装置は，上記建屋の他，低レベル廃液処理建屋, ハル・エンドピース貯蔵建屋, 出入管理建屋, ウラン脱硝建屋, 低レベル廃棄物処理建屋等に

設置。 

※４：所内携帯電話の交換機は，上記建屋の他，低レベル廃棄物処理建屋, ユーティリティ建屋等に設置。

※５：駆動電源は，設計基準の範囲で使用する設備は設置場所，重大事故等対処設備は保管場所を示す。
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第2-1-8表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置・保管場所 操作場所 

代替通話系統 前処理建屋 

地下４階 

前処理建屋 

地下４階 

前処理建屋 

地下３階 

前処理建屋 

地下３階 

前処理建屋 

地下２階 

前処理建屋 

地下２階 

前処理建屋 

地下１階 

前処理建屋 

地下１階 

前処理建屋 

地上１階 

前処理建屋 

地上１階 

前処理建屋 

地上２階 

前処理建屋 

地上２階 

前処理建屋 

地上３階 

前処理建屋 

地上３階 

前処理建屋 

地上４階 

前処理建屋 

地上４階 

前処理建屋 

地上５階 

前処理建屋 

地上５階 

分離建屋 

地下２階 

分離建屋 

地下２階 

分離建屋 

地下１階 

分離建屋 

地下１階 

分離建屋 

地上１階 

分離建屋 

地上１階 

分離建屋 

地上２階 

分離建屋 

地上２階 

分離建屋 

地上３階 

分離建屋 

地上３階 

分離建屋 

地上４階 

分離建屋 

地上４階 

精製建屋 

地下３階 

精製建屋 

地下３階 

精製建屋 

地下２階 

精製建屋 

地下２階 

精製建屋 

地下１階 

精製建屋 

地下１階 

精製建屋 

地上１階 

精製建屋 

地上１階 

精製建屋 

地上２階 

精製建屋 

地上２階 

精製建屋 

地上３階 

精製建屋 

地上３階 

精製建屋 

地上４階 

精製建屋 

地上４階 

精製建屋 

地上５階 

精製建屋 

地上５階 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地下２階

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地下２階

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地下１階

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地下１階

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地上１階

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地上１階

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地上２階

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地上２階

高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 
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機器名称 設置・保管場所 操作場所 

代替通話系統 地下４階 地下４階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下３階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下３階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下２階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下２階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下１階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地下１階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地上１階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地上１階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地上２階 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

地上２階 

可搬型通話装置 

制御建屋地上３階 

外部保管エリア 

前処理建屋 

地下４階～地上５階 

分離建屋 

地下２階～地上４階 

精製建屋 

地下３階～地上５階 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

地下２階～地上２階

高レベル廃液ガラス固化建屋

地下４階～地上２階

可搬型衛星電話（屋内用） 制御建屋地上３階 

外部保管エリア 

制御建屋地上１階 

屋外 

緊急時対策建屋地下１階 

外部保管エリア 

緊急時対策建屋地下１階 

屋外 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

地上１階，２階 

外部保管エリア 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上２

階 

屋外 

可搬型トランシーバ（屋内

用） 

制御建屋地下１階 

外部保管エリア 

制御建屋地上１階 

屋外 

緊急時対策建屋地下１階 

外部保管エリア 

緊急時対策建屋地下１階 

屋外 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

地上１階，２階 

外部保管エリア 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上２

階 

屋外 

可搬型衛星電話（屋外用） 制御建屋地下１階 

外部保管エリア 
屋外 

緊急時対策建屋地下１階 

外部保管エリア 
屋外 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上１階 

外部保管エリア 
屋外 

可搬型トランシーバ（屋外

用） 

制御建屋地下１階 

外部保管エリア 
屋外 

緊急時対策建屋地下１階 

外部保管エリア 
屋外 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上１階 

外部保管エリア 
屋外 

統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話
緊急時対策建屋地下１階 緊急時対策建屋地下１階 

統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ
緊急時対策建屋地下１階 緊急時対策建屋地下１階 

統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム
緊急時対策建屋地下１階 緊急時対策建屋地下１階 

データ伝送設備 緊急時対策建屋地下１階 緊急時対策建屋地下１階 
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第2-1-9表 想定する環境条件 

環境条件 対 応 

温度，荷重（圧力），

湿度，放射線 

重大事故等対処設備を設置（使用）及び保管する場所に応じて必要な機能を有効

に発揮できる設計とする。 

地震 
固縛等の措置を講じて設置又は保管するとともに，動的機器については加振試験

によりその機能維持を確認する。 

溢水，化学薬品の 

漏えい 

溢水や化学薬品の影響を考慮した位置へ設置又は保管をし，設置又は保管時には

被水や化学薬品による影響を考慮した保管上の措置（容器への封入等）により機

能を喪失しない設計とする。 

火災の影響 

発火性又は引火性物質の漏えいの防止対策，不燃性又は難燃性材料の使用，避雷

設備の設置，地震による自らの破壊又は倒壊による火災の発生を防止する等によ

る火災発生防止対策を講じた設計とする。 

津波，風（台風），

竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学

的事象及び森林火災 

津波に対しては，当該設備を津波による影響を受けない敷地に設置又は保管する。 

風（台風）及び竜巻に対しては，頑健な建物内に保管する。 

凍結，高温，降水に対しては，最低気温，最高気温，最大１時間降水量を考慮し

た設計とし，降水については排水溝を設けた場所に設置又は保管する。 

積雪に対しては，最深積雪量を考慮し，頑健な建物内に設置又は保管する。屋外

に保管する場合は，必要により除雪を行う。 

落雷に対しては，最大雷撃電流を考慮し，避雷設備で防護された建物内又は防護

される範囲内に設置又は保管する。 

火山の影響に対しては，層厚を考慮し，頑健な建物内に設置又は保管する。屋外

に設置又は保管する場合は，必要により除灰を行う。 

生物学的事象に対しては，鳥類，小動物，水生植物等の付着又は侵入を考慮し，

生物の侵入を防止又は抑制できる建物へ設置又は保管する。屋外に設置又は保管

する場合は，密封構造，メッシュ構造及びシール処理を施す構造とする。 

森林火災に対しては，輻射強度を考慮し，防火帯の内側に配置する建物内又は屋

外に設置又は保管する。 

有毒ガス，敷地内に

おける化学物質の漏

えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災，

爆発，航空機落下 

重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない設計とする。 
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第2-1-10表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

代替通話系統 端子接続 人力接続 

・前処理建屋内

・分離建屋内

・精製建屋内

・ウラン・プルトニウム

混合脱硝酸建屋内

・高レベル廃液ガラス固化建屋内 

可搬型通話装置 

― 運搬・設置 ・制御建屋内

端子接続 人力接続 

・前処理建屋内

・分離建屋内

・精製建屋内

・ウラン・プルトニウム

混合脱硝酸建屋内

・高レベル廃液ガラス固化建屋内 

・屋外

起動・停止 

（通信連絡） 
スイッチ操作

可搬型衛星電話（屋

内用） 

― 運搬・設置 

・制御建屋

・緊急時対策建屋

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

・屋外

起動・停止 

（通信連絡） 
ボタン操作 

・制御建屋

・緊急時対策建屋

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型トランシーバ

（屋内用） 

― 運搬・設置 

・制御建屋

・緊急時対策建屋

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

・屋外

起動・停止 

（通信連絡） 
ボタン操作 

・制御建屋

・緊急時対策建屋

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型衛星電話（屋

外用） 

― 運搬 

・制御建屋

・緊急時対策建屋

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

・屋外

起動・停止 

（通信連絡） 
ボタン操作 ・屋外

可搬型トランシーバ

（屋外用） 

― 運搬 

・制御建屋

・緊急時対策建屋

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

・屋外

起動・停止 

（通信連絡） 
ボタン操作 ・屋外

統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話

起動・停止 

（通信連絡） 
スイッチ操作 ・緊急時対策建屋

統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ

起動・停止 

（通信連絡） 
スイッチ操作 ・緊急時対策建屋

統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議シ

ステム

起動・停止 

（通信連絡） 
スイッチ操作 ・緊急時対策建屋

データ伝送設備 切替 スイッチ操作 ・緊急時対策建屋
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第2-1-11表 試験検査 

設備 施設の状態 項目 内容 

代替通話系統 

可搬型通話装置 

運転中 
機能・性能検査 通話通信の確認 

外観検査 外観の確認 

停止中 

機能・性能検査 通話通信の確認 

外観検査 外観の確認 

可搬型衛星電話 

（屋内用）, 

可搬型衛星電話 

（屋外用） 

運転中 
機能・性能検査 通話通信の確認 

外観検査 外観の確認 

停止中 
機能・性能検査 通話通信の確認 

外観検査 外観の確認 

可搬型トランシー

バ（屋内用）, 

可搬型トランシー

バ（屋外用） 

運転中 
機能・性能検査 通話通信の確認 

外観検査 外観の確認 

停止中 
機能・性能検査 通話通信の確認 

外観検査 外観の確認 

統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電

話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワー

クＴＶ会議システ

ム 

運転中 

機能・性能検査 通信状態の確認 

外観検査 外観の確認 

停止中 

機能・性能検査 通信状態の確認 

外観検査 外観の確認 

データ伝送設備 

運転中 
機能・性能検査 通信状態の確認 

外観検査 外観の確認 

停止中 
機能・性能検査 通信状態の確認 

外観検査 外観の確認 
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２章 補足説明資料 
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資料No. 名称

補足説明資料2-1 単線結線図

補足説明資料2-3 通信連絡設備の構成

補足説明資料2-4 配置図

補足説明資料2-5 アクセスルート図

補足説明資料2-8 容量設定根拠

補足説明資料2-9 SA設備基準適合性一覧表

補足説明資料2-10 設備操作及び切替に関する説明書

補足説明資料2-11 系統図

補足説明資料2-12 試験検査

補足説明資料2-13 乾電池又は充電池による重大事故等対処計装設備への給電について

再処理施設　補足説明資料リスト

第47条：通信連絡を行うために必要な設備

再処理施設　補足説明資料
備考

（1/1）
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補足説明資料 2-1（４７条） 
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単線結線図 
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第１－１図 電源設備の単線結線図（制御建屋） 

制御建屋 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
内
用
） 

100Ｖ 

制御建屋可搬型発電機 

 Ｇ 
凡例 

：接続口 

：可搬型電源ケーブル 

可
搬
型
通
話
装
置

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
外
用
） 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
（
屋
内
用
） 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
（
屋
外
用
） 

充電池 充電池 

※1

※1 乾電池を内蔵する。

※2 充電池を内蔵する。

（建屋境界） 

※2 ※2

51



第１－２図 電源設備の単線結線図（緊急時対策建屋） 

6.9ｋＶ緊急時対策所用母線 

6.9ｋＶ運転予備用主母線から 

6.9ｋＶ緊急時対策所用母線 

緊
急
時
対
策
建
屋
用

電
源
車
接
続
口

6.9ｋＶ常用主母線から 

460Ｖ 

緊急時対策所用母線 

 Ｄ／Ｇ 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
電
源
車

緊
急
時
対
策
建
屋
用
電
源
車

緊
急
時
対
策
建
屋
用

発
電
機

 Ｄ／Ｇ 

緊
急
時
対
策
建
屋
用

発
電
機

緊
急
時
対
策
建
屋
用

電
源
車
接
続
口

460Ｖ 

緊急時対策所用母線 
460Ｖ 

緊急時対策所用母線 

460Ｖ 

緊急時対策所用母線 

（建屋境界） 

【凡例】 

遮断器 

動力用変圧器 

接続口 

可搬型電源ケーブル 

電源ケーブル（常設） 

統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｉ
Ｐ
電
話

統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
Ｉ
Ｐ
―
Ｆ
Ａ
Ｘ

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
Ｔ
Ｖ
会
議
シ
ス
テ
ム

デ
ー
タ
伝
送
設
備

可
搬
型
衛
星
電
話

（
屋
内
用
）

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ

（
屋
内
用
）

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ

（
屋
外
用
）

可
搬
型
衛
星
電
話

（
屋
外
用
） 

※ ※ 

※充電池を内蔵する。
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使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
内
用
） 

200Ｖ 

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機 
 Ｇ 

凡例 

：接続口 

：可搬型電源ケーブル 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
（
屋
内
用
） 

可搬型計測ユニット 

第１－３図 電源設備の単線結線図（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設） 

（建屋境界） 

可搬型監視ユニット 

可
搬
型
衛
星
電
話
（
屋
外
用
） 

可
搬
型
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
（
屋
外
用
）

※充電池を内蔵する。

※ ※ 

100Ｖ 
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補足説明資料 2-3（４７条） 
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通信連絡設備の構成 

 
 

 

 

55



１．緊急時対策建屋の通信連絡を行うために必要な設備（１／３） 

【再処理事業所内の通信連絡設備の構成】 

 緊急時対策建屋の再処理事業所内の通信連絡設備は，以下の機器で構成されており，緊急時対策建屋内に保

管しておくことで速やかに使用することができる。

 可搬型重大事故等対処設備の保管時は，地震動等の荷重が生じても機能喪失しないよう，堅牢性のある収納

箱に収納するとともに，固縛，落下物防護等の措置を講ずる。

機器名称 設備(イメージ) 使用方法 使用場所(範囲) 仕様 

・可搬型衛星電話

（屋内用） 

・可搬型衛星電話

（屋外用） 

端末の電源を投入し， 

通話を行う。 

制御建屋，使用済燃料受入

れ施設及び貯蔵施設の制御

室，屋外各所 

↑ 

↓ 

緊急時対策建屋 

・電源は充電池式又は緊急時対策

建屋用発電機から給電可能であ

り，外部電源が喪失した場合でも

使用可能である。

・ハンドサイズのため，容易に可搬す

ることができる。

・可搬型トランシーバ

（屋内用） 

・可搬型トランシーバ

（屋外用） 

端末の電源を投入し， 

通話を行う。 

制御建屋，使用済燃料受入

れ施設及び貯蔵施設の制御

室，屋外各所 

↑ 

↓ 

緊急時対策建屋 

・電源は充電池式又は緊急時対策

建屋用発電機から給電可能であ

り，外部電源が喪失した場合でも

使用可能である。

・ハンドサイズのため，容易に可搬す

ることが出来る。
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１．緊急時対策建屋の通信連絡を行うために必要な設備（２／３） 

【再処理事業所外への通信連絡設備の構成】 

 緊急時対策建屋の再処理事業所外への通信連絡設備は，以下の機器で構成されており，緊急時対策建屋内に

保管しておくことで速やかに使用することができる。 

 可搬型重大事故等対処設備の保管時は，地震動等の荷重が生じても機能喪失しないよう，堅牢性のある収納

箱に収納するとともに，固縛，落下物防護等の措置を講ずる。 

 常設重大事故等対処設備は，難燃仕様で構成する。 

 

機器名称 設備(イメージ) 使用方法 使用場所(範囲) 仕様 

統合原子力防災 
ネットワーク機器 

 

統合原子力防災ネット
ワーク回線を使用して
相互通信を行う。音声又
は映像通信にて連絡の
やりとりを行う。 

緊急時対策建屋 

↑ 

↓ 

再処理事業所外 

・電源は緊急時対策建屋用発電機から給電可
能であり，外部電源が喪失した場合でも使用
可能である。 

・平常時において使用している設備を継続して
使用するため，容易に操作することが可能で
ある。 

データ伝送設備 

 

統合原子力防災ネット
ワークを使用してデータ
伝送を行う。 

緊急時対策建屋 

↑ 

↓ 

再処理事業所外 

・電源は緊急時対策建屋用発電機から給電可
能であり，外部電源が喪失した場合でも使用
可能である。 

・平常時において使用している設備を継続して
使用するため，容易に操作することが可能で
ある。 

・可搬型衛星電話 
（屋内用） 
・可搬型衛星電話 
（屋外用） 

 

端末の電源を投入し，
通話を行う。 

緊急時対策建屋 

↑ 

↓ 

再処理事業所外 

・電源は充電池式又は緊急時対策建屋用発電
機から給電可能であり，外部電源が喪失した
場合でも使用可能である。 

・ハンドサイズのため，容易に可搬することがで
きる。 

ネットワーク 

ネットワーク 

事業所外 
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１．緊急時対策建屋の通信連絡を行うために必要な設備（３／３） 

 緊急時対策建屋の再処理事業所外への通信連絡設備は，再処理事業所外の必要な箇所に対して重大事故等の

発生等に係る連絡を行うことができるよう，再処理事業所外への通信連絡手段として統合原子力防災ネット

ワーク回線（地上系・衛星系）及び電気通信事業者回線である衛星系回線を用いた通信機器を配備する。

緊急時対策建屋

統合原子力防災
ネットワーク
（衛星系回線）

統合原子力防災
ネットワーク
（地上系回線）

テレビ会議システム

IP電話

IP-FAX

データ伝送設備

原子力規制委員会

テレビ会議システム

IP電話

IP-FAX

凡例

データ伝送ルート
（衛星系）

通信連絡ルート
（衛星系）

データ伝送ルート
（地上系）

通信連絡ルート
（地上系）
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２．制御建屋等の通信連絡を行うために必要な設備（１／３） 

【再処理事業所内の通信連絡設備の構成】 

 制御建屋等の再処理事業所内の通信連絡設備は，以下の機器で構成されており，制御建屋等内に可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬型通話装置を保管しておくことにより，速やかに使用することがで

きる。

 可搬型重大事故等対処設備の保管時は，地震動等の荷重が生じても機能喪失しないよう，堅牢性のある収納箱に収納

するとともに，固縛，落下物防護等の措置を講ずる。

機器名称 設備(イメージ) 使用方法 使用場所(範囲) 仕様 

可搬型通話装置 
代替通話系統と端末を 

接続し，通話を行う。 

重大事故等対処建屋 

屋内 

↑ 

↓ 

重大事故等対処建屋 

屋外 

・電源は乾電池式であり，外部電源が喪

失した場合でも使用可能である。

・片手でも持ち上げられる程度の重量で

あり，容易に可搬することが出来る。

・可搬型衛星電話

（屋内用） 

・可搬型衛星電話

（屋外用） 

端末の電源を投入し， 

通話を行う。 

制御建屋 

↑ 

↓ 

重大事故等対処建屋 

屋外 

・電源は充電池式又は制御建屋可搬型

発電機からの給電であり，外部電源が

喪失した場合でも使用可能である。

・ハンドサイズのため，容易に可搬するこ

とができる。

・可搬型トランシーバ

（屋内用） 

・可搬型トランシーバ

（屋外用） 

端末の電源を投入し， 

通話を行う。 

制御建屋 

↑ 

↓ 

重大事故等対処建屋 

屋外 

・電源は充電池式又は制御建屋可搬型

発電機からの給電であり，外部電源が

喪失した場合でも使用可能である。

・ハンドサイズのため，容易に可搬するこ

とが出来る。
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２．制御建屋等の通信連絡を行うために必要な設備（２／３） 

 情報の伝達手段概要図（再処理事業所内） 
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２．制御建屋等の通信連絡を行うために必要な設備（３／３） 

 

【再処理事業所外への通信連絡設備の構成】 

 制御建屋等の再処理事業所外への通信連絡設備は，以下の機器で構成されており，制御建屋等内に可搬型衛

星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）を保管しておくことにより，速やかに使用することができ

る。 

 可搬型重大事故等対処設備の保管時は，地震動等の荷重が生じても機能喪失しないよう，堅牢性のある収納

箱に収納するとともに，固縛，落下物防護等の措置を講ずる。 

 

機器名称 設備(イメージ) 使用方法 使用場所(範囲) 仕様 

・可搬型衛星電話

（屋外用） 

 

端末の電源を投入し， 

通話を行う。 

屋外 

↑ 

↓ 

再処理事業所外 

・電源は充電池式又は制御建屋可

搬型発電機からの給電であり，

外部電源が喪失した場合でも使

用可能である。 

・ハンドサイズのため，容易に可

搬することができる。 

 

事業所外 
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補足説明資料 2-4（４７条） 
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配置図 
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第４－１図 代替通信連絡設備の配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上１階） 

代替通信連絡設備 

保管場所 
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第４－２図 代替通信連絡設備の配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上２階） 

代替通信連絡設備 

保管場所 
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使用済燃料 

受入れ・貯蔵建屋  
前処理建屋 分離建屋 

高レベル廃液 ガ
ラス固化建屋 

代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

■ 

■ 

■ 
■

第４－３図 代替通信連絡設備の配置図（前処理建屋 地下４階） 
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第４－４図 代替通信連絡設備の配置図（前処理建屋 地下３階） 
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Ｎ 

使用済燃料 

受入れ・貯蔵建屋  
前処理建屋 分離建屋 

高レベル廃液 ガ
ラス固化建屋 

代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－５図 代替通信連絡設備の配置図（前処理建屋 地下１階） 
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Ｎ 

使用済燃料 

受入れ・貯蔵建屋  

前処理建屋 分離建屋 

高レベル廃液 ガ
ラス固化建屋 

代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－６図 代替通信連絡設備の配置図（前処理建屋 地上１階） 
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第４－７図 代替通信連絡設備の配置図（前処理建屋 地上２階） 
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第４－８図 代替通信連絡設備の配置図（前処理建屋 地上３階） 
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Ｎ 

使用済燃料 

受入れ・貯蔵建屋  
前処理建屋 分離建屋 

高レベル廃液 ガ
ラス固化建屋 

代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－９図 代替通信連絡設備の配置図（前処理建屋 地上４階） 
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■ 
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第４－１０図 代替通信連絡設備の配置図（分離建屋 地下２階） 

代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 

接続箇所 

T.M.S.L.約+43,500 
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第４－１１図 代替通信連絡設備の配置図（分離建屋 地下１階） 

代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 

接続箇所 

T.M.S.L.約+50,500 
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第４－１２図 代替通信連絡設備の配置図（分離建屋 地上１階） 

代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 

接続箇所 

T.M.S.L.約+55,500 
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第４－１３図 代替通信連絡設備の配置図（分離建屋 地上２階） 

 
代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 

 

 

接続箇所 

T.M.S.L.約+62,000 
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第４－１４図 代替通信連絡設備の配置図（分離建屋 地上３階） 

代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 

接続箇所 

T.M.S.L.約+67,500 
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代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 

■ 接続箇所 

第４－１５図 代替通信連絡設備の配置図（分離建屋 地上４階） 

T.M.S.L.約+74,000 
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第４－１６図 代替通信連絡設備の配置図（精製建屋 地下２階） 

Ｎ 

精 製 建 屋 
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代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 
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第４－１７図 代替通信連絡設備の配置図（精製建屋 地下１階） 

Ｎ 

精 製 建 屋 

約 92ｍ 

代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 

接続箇所 

約
7
1
ｍ

 

T.M.S.L.約+48,500 
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第４－１８図 代替通信連絡設備の配置図（精製建屋 地上１階） 

Ｎ 

精 製 建 屋 

約 92ｍ 

代替通信連絡設備 
可搬型通話装置接続箇所 

T.M.S.L.約+53,500 

接続箇所 

約
7
1
ｍ
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Ｎ 

精 製 建 屋 

約 92ｍ 

代替通信連絡設備 
■ ■ 可搬型通話装置接続箇所 

： 

■ 

第４－１９図 代替通信連絡設備の配置図（精製建屋 地上２階） 

接続箇所 

■ 

約
7
1
ｍ

 

T.M.S.L.約+60,500
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Ｎ 

精 製 建 屋 

約 92ｍ 

代替通信連絡設備 

■ 可搬型通話装置接続箇所 

T.M.S.L.約+64,000

第４－２０図 代替通信連絡設備の配置図（精製建屋 地上３階） 
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Ｎ 

精 製 建 屋 

約 92ｍ 

代替通信連絡設備 

■ ■ 可搬型通話装置接続箇所 

■ 

T.M.S.L.約+65,500

第４－２１図 代替通信連絡設備の配置図（精製建屋 地上４階） 

接続箇所 

■

約
7
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ｍ
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第４－２２図 代替通信連絡設備の配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下２階） 

については核不拡散の観点から公開できません。
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第４－２３図 代替通信連絡設備の配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下１階） 

については核不拡散の観点から公開できません。
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第４－２４図 代替通信連絡設備の配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上１階） 

については核不拡散の観点から公開できません。
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第４－２５図 代替通信連絡設備の配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上２階） 

については核不拡散の観点から公開できません。
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代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－２６図 代替通信連絡設備の配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下４階） 

接続箇所 

■
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代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－２７図 代替通信連絡設備の配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下３階） 

接続箇所 

■
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代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－２８図 代替通信連絡設備の配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下２階） 

接続箇所 

■
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代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－２９図 代替通信連絡設備の配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階） 

接続箇所 

■
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代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－３０図 代替通信連絡設備の配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上１階） 

■ 

接続箇所 
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代替通信連絡設備  
可搬型通話装置接続箇所 

第４－３１図 代替通信連絡設備の配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上２階） 

接続箇所 

■

94



第４－３２図 代替通信連絡設備の機器配置概要図（制御建屋地下 1 階） 

代替通信連絡設備 

保管場所 
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第４－３３図 代替通信連絡設備の機器配置概要図（制御建屋地上３階） 

代替通信連絡設備 

保管場所 
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第４－３４図 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の機器配置概要図（緊急時対策建屋地下 1階） 

代替通信連絡設備 

保管場所 

緊急時対策建屋 
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補足説明資料 2-5（４７条） 

98



アクセスルート図
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第５－１図 アクセスルート図（前処理建屋 地上１階） 

凡例 

アクセスルート
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第５－２図 アクセスルート図（分離建屋 地上１階） 

凡例 

アクセスルート
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第５－３図 アクセスルート図（精製建屋 地上１階） 

凡例 

アクセスルート
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第５－４図 アクセスルート図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上１階） 

については核不拡散の観点から公開できません。
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第５－５図 アクセスルート図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上１階） 

凡例  

アクセスルート 
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第５－６図 アクセスルート図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 １階） 

凡例  

アクセスルート 
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第５－７図 アクセスルート図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ２階） 

凡例  

アクセスルート 
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第５－８図 アクセスルート図（制御建屋 地下１階） 

凡例  

アクセスルート 
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第５－９図 アクセスルート図（制御建屋 地上１階） 

凡例 

アクセスルート
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第５－10図 アクセスルート図（制御建屋 地上２階） 

凡例  

アクセスルート 
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第５－11図 アクセスルート図（制御建屋 地上３階） 

凡例  

アクセスルート 
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第５－12図 アクセスルート図（緊急時対策建屋 地下１階） 

凡例  

アクセスルート 
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第５－13図 アクセスルート図（緊急時対策建屋 地上１階） 

凡例 

アクセスルート
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第５－14図 アクセスルート図（緊急時対策建屋 地上２階） 

凡例 

アクセスルート
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補足説明資料 2-8（４７条） 
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容量設定根拠

可搬型通話装置等の使用方法及び使用場所

 通常使用している所内の通信連絡設備が使用できない場合において，再処理事業所内又

は再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，以下の代替通

信連絡設備を使用する。

○可搬型通話装置

制御建屋，各現場（屋内）及び外部保管エリアに保管する可搬型通話装置は，各現場（屋

内）に設置する代替通話系統と接続することにより，各現場（屋内）要員と各現場の突入

口付近に配置する屋外要員との間で必要な通信連絡を行うことができる設計とする。

 可搬型通話装置の必要台数は，実施組織の重大事故等が発生している建物に突入する建

屋内の作業要員数分であり，当該数量を考慮し台数を整備する。

○可搬型衛星電話（屋内用）

制御建屋，緊急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに外部保管エリ

アに保管する可搬型衛星電話（屋内用）は，制御建屋，緊急時対策建屋又は使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設内で使用できるよう準備することにより，制御建屋，緊急時対策

建屋内又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設から屋外要員や再処理事業所外の必要な

箇所，制御建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，緊急時対策建屋内間において必

要な通信連絡を行うことができる設計とする。

 可搬型衛星電話（屋内用）の必要台数は，再処理事業所内の連絡用として制御建屋，緊

急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設内又は屋外で作業を行う各責任者や

連絡要員等へ 1 台ずつ割り当てられる台数であり，当該数量を考慮し台数を整備する。さ

らに，再処理事業所外への連絡用として，緊急時対策建屋で対処する連絡要員用にも台数

を整備する。

○可搬型トランシーバ（屋内用）

制御建屋，緊急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに外部保管エリ

アに保管する可搬型トランシーバ（屋内用）は，制御建屋，緊急時対策建屋又は使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設内で使用できるよう準備することにより，制御建屋，緊急時

対策建屋内又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設から屋外要員や，制御建屋，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設と緊急時対策建屋間において必要な通信連絡を行うことが

できる設計とする。

可搬型トランシーバ（屋内用）の必要台数は，再処理事業所内の連絡用として制御建屋，

緊急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設又は屋外で作業を行う各責任者や
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連絡要員等へ 1 台ずつ割り当てられる台数であり，当該数量を考慮し台数を整備する。 

○可搬型衛星電話（屋外用）

制御建屋，緊急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに外部保管エリ

アに保管する可搬型衛星電話（屋外用）は，屋外で使用できるよう準備することにより，

屋外と制御建屋，緊急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに再処理施

設外の必要な箇所又は屋外間において必要な通信連絡を行うことができる設計とする。

 可搬型衛星電話（屋外用）の必要台数は，再処理事業所内の連絡用として制御建屋，緊

急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設又は屋外で作業を行う各責任者や連

絡要員等へ 1 台ずつ割り当てられる台数であり，当該数量を考慮し台数を整備する。さら

に，再処理事業所外への連絡用として，制御建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

で対処する連絡要員用にも台数を整備する。

○可搬型トランシーバ（屋外用）

制御建屋，緊急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに外部保管エリ

アに保管する可搬型トランシーバ（屋外用）は，屋外で使用できるよう準備することによ

り，屋外と制御建屋，緊急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設又は屋外間

において必要な通信連絡を行うことができる設計とする。

 可搬型衛星電話（屋外用）の必要台数は，再処理事業所内の連絡用として制御建屋，緊

急時対策建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設又は屋外で作業を行う各責任者や連

絡要員等へ 1 台ずつ，建屋外対応要員へは要員数分を割り当てられる台数であり，当該数

量を考慮し台数を整備する。

 可搬型衛星電話（屋内用）等を用いた再処理事業所内の通信連絡の概要について，第８

－１図に示す。

 可搬型通話装置等について，概要に記載の考え方で台数を整備することから，充分な台

数を有している。

重大事故等が発生した場合において使用する再処理事業所外への通信連絡設備が接続す

る通信回線は，第８－１表に示すとおり，十分な回線容量を有する設計とする。
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第８－１図 可搬型衛星電話（屋内用）等を用いた再処理事業所内の通信連絡の概要 
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第８－１表 再処理事業所外への通信連絡設備が接続する通信回線の回線容量 

通信回線種別 主要設備 回線容量 

通信事業者

回線 

衛星系回線 

可搬型衛星電話（屋内用） 3 回線 

可搬型衛星電話（屋外用） 1 回線 

有線系回線 

統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備 

ＩＰ電話 

5Mbps 

ＩＰ－ＦＡＸ 

ＴＶ会議システム 

データ伝送設備 

衛星系回線 

統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備 

ＩＰ電話 

384kbps 

ＩＰ－ＦＡＸ 

ＴＶ会議システム 

データ伝送設備 

各容量については，今後の詳細設計により変更となる可能性がある。 

  

118



過去のプラントパラメータ閲覧について

データ収集装置及び情報収集装置に収集されるプラントパラメータは，データ収集装

置で 10 日間分（20 秒周期）のデータを保存（自動収集）できる設計とする。 

データ収集装置及び情報収集装置に保存されたデータについては，緊急時対策建屋の

データ表示装置からウィルスチェックを行った外部記憶媒体（ＵＳＢフラッシュメモリ

等）へ保存できる設計とする。

設計基準事故又は重大事故等が発生した場合には，緊急時対策建屋において，プラン

トパラメータのウィルスチェックを行った外部記憶媒体へ保存し保管する手順を整備す

る。これにより，データ表示装置又は情報表示装置にて外部記憶媒体に保存されたプラ

ントパラメータの過去のデータを閲覧することができる設計とする。

また，データ表示装置又は情報表示装置にてプラントパラメータの監視も可能な設計

とする。第８－２表～第８－１０表に，監視できるパラメータを示す。当該パラメータ

は，データ伝送設備にて ERSS へ伝送できる設計とする。 

概要を第８－２図に示す

第８－２図 過去のプラントパラメータ閲覧の概要
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第８－２表 データ表示装置にて確認できるパラメータ

前処理建屋の溶解槽の臨界事象時（１／４）

Ｎｏ 対象パラメータ

1 主排気筒 ガスモニタ A 系（低レンジ）

2 主排気筒 ガスモニタ B 系（低レンジ）

3 主排気筒 ガスモニタ A 系（中レンジ）

4 主排気筒 ガスモニタ B 系（中レンジ）

5 主排気筒 ガスモニタ A 系（高レンジ）

6 主排気筒 ガスモニタ B 系（高レンジ）

7 気象情報（A1 地点：風向）

8 気象情報（A2 地点：風向）

9 気象情報（A1 地点：風速）

10 気象情報（A2 地点：風速）

11 気象情報（A1 地点：大気安定度）

12 モニタリングポスト（MP-1）空間線量率モニタ（低レンジ）

13 モニタリングポスト（MP-1）空間線量率モニタ（高レンジ）

14 モニタリングポスト（MP-1）ダストモニタ（α計数率）

15 モニタリングポスト（MP-1）ダストモニタ（β計数率）

16 モニタリングポスト（MP-2）空間線量率モニタ（低レンジ）

17 モニタリングポスト（MP-2）空間線量率モニタ（高レンジ）

18 モニタリングポスト（MP-2）ダストモニタ（α計数率）

19 モニタリングポスト（MP-2）ダストモニタ（β計数率）

20 モニタリングポスト（MP-3）空間線量率モニタ（低レンジ）

21 モニタリングポスト（MP-3）空間線量率モニタ（高レンジ）

22 モニタリングポスト（MP-3）ダストモニタ（α計数率）

23 モニタリングポスト（MP-3）ダストモニタ（β計数率）

24 モニタリングポスト（MP-4）空間線量率モニタ（低レンジ）
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第８－２表 データ表示装置にて確認できるパラメータ

前処理建屋の溶解槽の臨界事象時（２／４）

Ｎｏ 対象パラメータ

25 モニタリングポスト（MP-4）空間線量率モニタ（高レンジ）

26 モニタリングポスト（MP-4）ダストモニタ（α計数率）

27 モニタリングポスト（MP-4）ダストモニタ（β計数率）

28 モニタリングポスト（MP-5）空間線量率モニタ（低レンジ）

29 モニタリングポスト（MP-5）空間線量率モニタ（高レンジ）

30 モニタリングポスト（MP-5）ダストモニタ（α計数率）

31 モニタリングポスト（MP-5）ダストモニタ（β計数率）

32 モニタリングポスト（MP-6）空間線量率モニタ（低レンジ）

33 モニタリングポスト（MP-6）空間線量率モニタ（高レンジ）

34 モニタリングポスト（MP-6）ダストモニタ（α計数率）

35 モニタリングポスト（MP-6）ダストモニタ（β計数率）

36 モニタリングポスト（MP-7）空間線量率モニタ（低レンジ）

37 モニタリングポスト（MP-7）空間線量率モニタ（高レンジ）

38 モニタリングポスト（MP-7）ダストモニタ（α計数率）

39 モニタリングポスト（MP-7）ダストモニタ（β計数率）

40 モニタリングポスト（MP-8）空間線量率モニタ（低レンジ）

41 モニタリングポスト（MP-8）空間線量率モニタ（高レンジ）

42 モニタリングポスト（MP-8）ダストモニタ（α計数率）

43 モニタリングポスト（MP-8）ダストモニタ（β計数率）

44 モニタリングポスト（MP-9）空間線量率モニタ（低レンジ）

45 モニタリングポスト（MP-9）空間線量率モニタ（高レンジ）

46 モニタリングポスト（MP-9）ダストモニタ（α計数率）

47 モニタリングポスト（MP-9）ダストモニタ（β計数率）

48 建屋負圧情報（代表室） 大気-G
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第８－２表 データ表示装置にて確認できるパラメータ 

前処理建屋の溶解槽の臨界事象時（３／４） 

Ｎｏ 対象パラメータ 

49 建屋負圧情報（代表室） 大気-Y 

50 建屋負圧情報（代表室） 大気-R 

51 エリアモニタ（γ線）（前処理建屋 1F 溶解槽 A セル近傍） 

52 エリアモニタ（γ線）（前処理建屋 2F せん断 A セル近傍） 

53 エリアモニタ（n 線）（前処理建屋 2F せん断 A セル近傍） 

54 エリアモニタ（γ線）（前処理建屋 1F 溶解槽 B セル近傍） 

55 エリアモニタ（γ線）（前処理建屋 2F せん断 B セル近傍） 

56 エリアモニタ（n 線）（前処理建屋 2F せん断 B セル近傍） 

57 せん断機 A 運転状態（燃料送り出し長さ指示値） 

58 せん断機 B 運転状態（燃料送り出し長さ指示値） 

59 溶解槽 A 放射線モニタ 

60 溶解槽 B 放射線モニタ 

61 溶解槽 A 液位（槽部液位） 

62 溶解槽 B 液位（槽部液位） 

63 溶解槽 A 密度 

64 溶解槽 B 密度 

65 溶解槽 A 圧力 

66 溶解槽 B 圧力 

67 溶解槽 A 温度 

68 溶解槽 B 温度 

69 可溶性中性子吸収材緊急供給系 A 弁の開閉状態（その 1） 

70 可溶性中性子吸収材緊急供給系 A 弁の開閉状態（その 2） 

71 可溶性中性子吸収材緊急供給系 B 弁の開閉状態（その 1） 

72 可溶性中性子吸収材緊急供給系 B 弁の開閉状態（その 2） 

73 可溶性中性子吸収材緊急供給系 液位 A 

74 可溶性中性子吸収材緊急供給系 液位 B 

75 建屋排風機風量 

76 溶解槽 A セル排風機風量 

77 溶解槽 B セル排風機風量 
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第８－２表 データ表示装置にて確認できるパラメータ 

前処理建屋の溶解槽の臨界事象時（４／４） 

Ｎｏ 対象パラメータ 

78 DOG 排風機風量 A 

79 DOG 排風機風量 B 

80 DOG 排風機風量 C 

81 第 1HEPA フィルター（DOG）差圧 A 

82 第 1HEPA フィルター（DOG）差圧 B 

83 第 1HEPA フィルター（DOG）差圧 C 

84 第 2HEPA フィルター（DOG）差圧 A 

85 第 2HEPA フィルター（DOG）差圧 B 

86 第 2HEPA フィルター（DOG）差圧 C 

87 廃ガス加熱器 A 出口廃ガス温度 

88 廃ガス加熱器 B 出口廃ガス温度 

89 廃ガス加熱器 C 出口廃ガス温度 

90 第 1 よう素フィルタ（DOG）差圧 A1 

91 第 1 よう素フィルタ（DOG）差圧 A2 

92 第 1 よう素フィルタ（DOG）差圧 B1 

93 第 1 よう素フィルタ（DOG）差圧 B2 

94 第 1 よう素フィルタ（DOG）差圧 C1 

95 第 1 よう素フィルタ（DOG）差圧 C2 

96 第 2 よう素フィルタ（DOG）差圧 A1 

97 第 2 よう素フィルタ（DOG）差圧 A2 

98 第 2 よう素フィルタ（DOG）差圧 B1 

99 第 2 よう素フィルタ（DOG）差圧 B2 

100 第 2 よう素フィルタ（DOG）差圧 C1 

101 第 2 よう素フィルタ（DOG）差圧 C2 

102 DOG 系 Kr モニタ 
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第８－３表 データ表示装置にて確認できるパラメータ

精製建屋における有機溶媒火災時（１／２）

Ｎｏ 対象パラメータ

1 主排気筒 ガスモニタ A 系（中レンジ）

2 主排気筒 ガスモニタ B 系（中レンジ）

3 気象情報（A1 地点：風向）

4 気象情報（A2 地点：風向）

5 気象情報（A1 地点：風速）

6 気象情報（A2 地点：風速）

7 気象情報（A1 地点：大気安定度）

8 モニタリングポスト（MP-1）空間線量率モニタ（低レンジ）

9 モニタリングポスト（MP-1）空間線量率モニタ（高レンジ）

10 モニタリングポスト（MP-1）ダストモニタ（α計数率）

11 モニタリングポスト（MP-1）ダストモニタ（β計数率）

12 モニタリングポスト（MP-2）空間線量率モニタ（低レンジ）

13 モニタリングポスト（MP-2）空間線量率モニタ（高レンジ）

14 モニタリングポスト（MP-2）ダストモニタ（α計数率）

15 モニタリングポスト（MP-2）ダストモニタ（β計数率）

16 モニタリングポスト（MP-3）空間線量率モニタ（低レンジ）

17 モニタリングポスト（MP-3）空間線量率モニタ（高レンジ）

18 モニタリングポスト（MP-3）ダストモニタ（α計数率）

19 モニタリングポスト（MP-3）ダストモニタ（β計数率）

20 モニタリングポスト（MP-4）空間線量率モニタ（低レンジ）

21 モニタリングポスト（MP-4）空間線量率モニタ（高レンジ）

22 モニタリングポスト（MP-4）ダストモニタ（α計数率）

23 モニタリングポスト（MP-4）ダストモニタ（β計数率）

24 モニタリングポスト（MP-5）空間線量率モニタ（低レンジ）

25 モニタリングポスト（MP-5）空間線量率モニタ（高レンジ）

26 モニタリングポスト（MP-5）ダストモニタ（α計数率）

27 モニタリングポスト（MP-5）ダストモニタ（β計数率）

28 モニタリングポスト（MP-6）空間線量率モニタ（低レンジ）

29 モニタリングポスト（MP-6）空間線量率モニタ（高レンジ）

30 モニタリングポスト（MP-6）ダストモニタ（α計数率）
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第８－３表 データ表示装置にて確認できるパラメータ 

精製建屋における有機溶媒火災時（２／２） 

Ｎｏ 対象パラメータ 

31 モニタリングポスト（MP-6）ダストモニタ（β計数率） 

32 モニタリングポスト（MP-7）空間線量率モニタ（低レンジ） 

33 モニタリングポスト（MP-7）空間線量率モニタ（高レンジ） 

34 モニタリングポスト（MP-7）ダストモニタ（α計数率） 

35 モニタリングポスト（MP-7）ダストモニタ（β計数率） 

36 モニタリングポスト（MP-8）空間線量率モニタ（低レンジ） 

37 モニタリングポスト（MP-8）空間線量率モニタ（高レンジ） 

38 モニタリングポスト（MP-8）ダストモニタ（α計数率） 

39 モニタリングポスト（MP-8）ダストモニタ（β計数率） 

40 モニタリングポスト（MP-9）空間線量率モニタ（低レンジ） 

41 モニタリングポスト（MP-9）空間線量率モニタ（高レンジ） 

42 モニタリングポスト（MP-9）ダストモニタ（α計数率） 

43 モニタリングポスト（MP-9）ダストモニタ（β計数率） 

44 建屋負圧情報（代表室） 大気-G 

45 建屋負圧情報（代表室） 大気-Y 

46 建屋負圧情報（代表室） 大気-R 

47 Pu 精製塔セル漏えい受皿の液位 

48 精製塔セル運転状態（Pu 溶液供給槽液位） 

49 精製塔セル運転状態（精製建屋第 1 一時貯留処理槽） 

50 抽出塔 温度 

51 核分裂生成物洗浄塔 温度 

52 TBP 洗浄塔 温度 

53 逆抽出塔 温度 

54 ウラン洗浄塔 温度 

55 建屋排風機風量 

56 セル排風機風量 

57 VOG 排風機入口圧力 

 

  

125



第８－４表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（１／８） 

 

Ｎｏ 対象パラメータ 

1 主排気筒 ガスモニタ A 系（低レンジ） 

2 主排気筒 ガスモニタ B 系（低レンジ） 

3 主排気筒 ガスモニタ A 系（中レンジ） 

4 主排気筒 ガスモニタ B 系（中レンジ） 

5 主排気筒 ガスモニタ A 系（高レンジ） 

6 主排気筒 ガスモニタ B 系（高レンジ） 

7 気象情報（A1 地点：風向） 

8 気象情報（A2 地点：風向） 

9 気象情報（A1 地点：風速） 

10 気象情報（A2 地点：風速） 

11 気象情報（A1 地点：大気安定度） 

12 モニタリングポスト（MP-1）空間線量率モニタ（低レンジ） 

13 モニタリングポスト（MP-1）空間線量率モニタ（高レンジ） 

14 モニタリングポスト（MP-1）ダストモニタ（α計数率） 

15 モニタリングポスト（MP-1）ダストモニタ（β計数率） 

16 モニタリングポスト（MP-2）空間線量率モニタ（低レンジ） 

17 モニタリングポスト（MP-2）空間線量率モニタ（高レンジ） 

18 モニタリングポスト（MP-2）ダストモニタ（α計数率） 

19 モニタリングポスト（MP-2）ダストモニタ（β計数率） 

20 モニタリングポスト（MP-3）空間線量率モニタ（低レンジ） 

21 モニタリングポスト（MP-3）空間線量率モニタ（高レンジ） 

22 モニタリングポスト（MP-3）ダストモニタ（α計数率） 

23 モニタリングポスト（MP-3）ダストモニタ（β計数率） 

24 モニタリングポスト（MP-4）空間線量率モニタ（低レンジ） 

25 モニタリングポスト（MP-4）空間線量率モニタ（高レンジ） 

26 モニタリングポスト（MP-4）ダストモニタ（α計数率） 

27 モニタリングポスト（MP-4）ダストモニタ（β計数率） 
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第８－４表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（２／８）

Ｎｏ 対象パラメータ

28 モニタリングポスト（MP-5）空間線量率モニタ（低レンジ）

29 モニタリングポスト（MP-5）空間線量率モニタ（高レンジ）

30 モニタリングポスト（MP-5）ダストモニタ（α計数率）

31 モニタリングポスト（MP-5）ダストモニタ（β計数率）

32 モニタリングポスト（MP-6）空間線量率モニタ（低レンジ）

33 モニタリングポスト（MP-6）空間線量率モニタ（高レンジ）

34 モニタリングポスト（MP-6）ダストモニタ（α計数率）

35 モニタリングポスト（MP-6）ダストモニタ（β計数率）

36 モニタリングポスト（MP-7）空間線量率モニタ（低レンジ）

37 モニタリングポスト（MP-7）空間線量率モニタ（高レンジ）

38 モニタリングポスト（MP-7）ダストモニタ（α計数率）

39 モニタリングポスト（MP-7）ダストモニタ（β計数率）

40 モニタリングポスト（MP-8）空間線量率モニタ（低レンジ）

41 モニタリングポスト（MP-8）空間線量率モニタ（高レンジ）

42 モニタリングポスト（MP-8）ダストモニタ（α計数率）

43 モニタリングポスト（MP-8）ダストモニタ（β計数率）

44 モニタリングポスト（MP-9）空間線量率モニタ（低レンジ）

45 モニタリングポスト（MP-9）空間線量率モニタ（高レンジ）

46 モニタリングポスト（MP-9）ダストモニタ（α計数率）

47 モニタリングポスト（MP-9）ダストモニタ（β計数率）

48 北換気筒β線ガスモニタ（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）A

49 北換気筒β線ガスモニタ（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）B
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第８－４表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（３／８） 

 

Ｎｏ 対象パラメータ 

50 高レベル廃液ガラス固化建屋 シャフトモニタ A 

51 第 1 ガラス固化体貯蔵建屋 シャフトモニタ A 

52 第 1 放出前貯槽 排水モニタ A 

53 第 1 放出前貯槽 排水モニタ B 

54 前処理建屋 塔槽類廃ガス処理設備排風機 A 回転数警報 

55 前処理建屋 塔槽類廃ガス処理設備排風機 B 回転数警報 

56 前処理建屋 DOG 排風機 A 回転数警報 

57 前処理建屋 DOG 排風機 B 回転数警報 

58 前処理建屋 DOG 排風機 C 回転数警報 

59 前処理建屋 塔槽類廃ガス処理設備圧力 A 警報 

60 前処理建屋 塔槽類廃ガス処理設備圧力 B 警報 

61 溶解槽 A 圧力 A 警報 

62 溶解槽 A 圧力 B 警報 

63 溶解槽 B 圧力 A 警報 

64 溶解槽 B 圧力 B 警報 

65 前処理建屋 セル排風機風量 

66 前処理建屋 溶解槽セル A 排風機風量 

67 前処理建屋 溶解槽セル B 排風機風量 

68 前処理建屋 建屋排風機風量 

69 前処理建屋負圧情報（代表室） 大気-G 

70 前処理建屋負圧情報（代表室） 大気-Y 

71 前処理建屋負圧情報（代表室） 大気-R その 1 

72 前処理建屋負圧情報（代表室） 大気-R その 2 

73 前処理建屋負圧情報（代表室） 大気-R その 3 

74 分離建屋 塔槽類廃ガス処理設備排風機 A 回転数警報 

75 分離建屋 塔槽類廃ガス処理設備排風機 B 回転数警報 

 

  

128



第８－４表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（４／８）

Ｎｏ 対象パラメータ

76 分離建屋 パルセータ廃ガス処理設備排風機 A 回転数警報

77 分離建屋 パルセータ廃ガス処理設備排風機 B 回転数警報

78 分離建屋 塔槽類廃ガス処理設備圧力 A 警報

79 分離建屋 塔槽類廃ガス処理設備圧力 B 警報

80 分離建屋 セル排風機風量

81 分離建屋 建屋排風機風量 

82 分離建屋負圧情報（代表室） 大気-G

83 分離建屋負圧情報（代表室） 大気-Y

84 分離建屋負圧情報（代表室）G-R その 1

85 分離建屋負圧情報（代表室）G-R その 2

86 精製建屋 塔槽類廃ガス処理設備排風機 A 回転数警報

87 精製建屋 塔槽類廃ガス処理設備排風機 B 回転数警報

88 精製建屋 パルセータ廃ガス処理設備排風機 A 回転数警報

89 精製建屋 パルセータ廃ガス処理設備排風機 B 回転数警報

90 精製建屋 塔槽類廃ガス処理設備 1 圧力 A 警報

91 精製建屋 塔槽類廃ガス処理設備 1 圧力 B 警報

92 精製建屋 塔槽類廃ガス処理設備 2 圧力 A 警報

93 精製建屋 塔槽類廃ガス処理設備 2 圧力 B 警報

94 精製建屋 セル排風機風量

95 精製建屋 建屋排風機風量 

96 精製建屋負圧情報（代表室） 大気-G

97 精製建屋負圧情報（代表室） 大気-Y

98 精製建屋負圧情報（代表室） 大気-R

99
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス処理設備第 1 排風機 差

圧警報

100
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス処理設備第 2 排風機 A

差圧警報
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第８－４表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（５／８） 

 

Ｎｏ 対象パラメータ 

101 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス処理設備第 2 排風機 B 

差圧警報 

102 
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス処理設備第 2 排風機 C 

差圧警報 

103 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス処理設備圧力 A 警報 

104 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 塔槽類廃ガス処理設備圧力 B 警報 

105 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 セル排風機風量 

106 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋排風機風量 

107 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋負圧情報（代表室） 大気-G 

108 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋負圧情報（代表室） 大気-Y 

109 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋負圧情報（代表室） 大気-R 

110 
高レベル廃液ガラス固化建屋 塔槽類廃ガス処理設備 1 排風機A 回転数

警報 

111 
高レベル廃液ガラス固化建屋 塔槽類廃ガス処理設備 1 排風機B 回転数

警報 

112 
高レベル廃液ガラス固化建屋 塔槽類廃ガス処理設備 2 排風機A 回転数

警報 

113 
高レベル廃液ガラス固化建屋 塔槽類廃ガス処理設備 2 排風機B 回転数

警報 

114 高レベル廃液ガラス固化建屋 MOG 第 1 排風機 A 回転数警報 

115 高レベル廃液ガラス固化建屋 MOG 第 1 排風機 B 回転数警報 

116 高レベル廃液ガラス固化建屋 MOG 第 2 排風機 A 回転数警報 

117 高レベル廃液ガラス固化建屋 MOG 第 2 排風機 B 回転数警報 

118 高レベル廃液ガラス固化建屋 塔槽類廃ガス処理設備 1 圧力 A 警報 

119 高レベル廃液ガラス固化建屋 塔槽類廃ガス処理設備 1 圧力 B 警報 

120 高レベル廃液ガラス固化建屋 塔槽類廃ガス処理設備 2 圧力 A 警報 

121 高レベル廃液ガラス固化建屋 塔槽類廃ガス処理設備 2 圧力 B 警報 

122 ガラス溶融炉 A 気相圧力 A 警報 

123 ガラス溶融炉 A 気相圧力 B 警報 

124 ガラス溶融炉 B 気相圧力 A 警報 
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第８－４表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（６／８）

Ｎｏ 対象パラメータ

125 ガラス溶融炉 B 気相圧力 B 警報

126 高レベル廃液ガラス固化建屋 セル排風機風量

127 高レベル廃液ガラス固化建屋 建屋排風機風量 

128 高レベル廃液ガラス固化建屋 固化セル排風機風量 A

129 高レベル廃液ガラス固化建屋 固化セル排風機風量 B

130 高レベル廃液ガラス固化建屋負圧情報（代表室） 大気-G

131 高レベル廃液ガラス固化建屋負圧情報（代表室） 大気-Y

132 高レベル廃液ガラス固化建屋負圧情報（代表室） 大気-R

133 高レベル廃液ガラス固化建屋 固化セル負圧 A

134 高レベル廃液ガラス固化建屋 固化セル負圧 B

135 前処理建屋 安全冷却水 A 流量（外部ループ）

136 前処理建屋 安全冷却水 B 流量（外部ループ）

137 前処理建屋 安全冷却水 1A 流量

138 前処理建屋 安全冷却水 1B 流量

139 前処理建屋 安全冷却水 2 流量

140 分離建屋 安全冷却水 1A 流量

141 分離建屋 安全冷却水 1B 流量

142 分離建屋 安全冷却水 2 流量

143 精製建屋 安全冷却水 A 流量

144 精製建屋 安全冷却水 B 流量

145 精製建屋 安全冷却水 C 流量

146 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 安全冷却水 A 流量

147 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 安全冷却水 B 流量

148 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 安全冷却水 A 流量

149 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 安全冷却水 B 流量

150 高レベル廃液ガラス固化建屋 第 1 高レベル濃縮廃液貯槽冷却水 A 流量 

151 高レベル廃液ガラス固化建屋 第 1 高レベル濃縮廃液貯槽冷却水 B 流量 

152 高レベル廃液ガラス固化建屋 第 2 高レベル濃縮廃液貯槽冷却水 A 流量 

153 高レベル廃液ガラス固化建屋 第 2 高レベル濃縮廃液貯槽冷却水 B 流量 

154 高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷却水 A 系 流量
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第８－４表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（７／８） 

 

Ｎｏ 対象パラメータ 

155 高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷却水 B 系 流量 

156 高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル廃液共用貯槽冷却水 A 流量 

157 高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル廃液共用貯槽冷却水 B 流量 

158 高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷却水 1A 流量 

159 高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷却水 1B 流量 

160 高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷水 A 流量 

161 高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷水 B 流量 

162 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 プール水冷却系 A 流量 

163 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 プール水冷却系 B 流量 

164 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 地下 2 階第 1 貯蔵室 排気風量 

165 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 地下 2 階第 2 貯蔵室 排気風量 

166 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 地下 4 階第 1 貯蔵室 排気風量 

167 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 地下 4 階第 2 貯蔵室 排気風量 

168 溶解槽 A γ線線量 A 警報 

169 溶解槽 A γ線線量 B 警報 

170 溶解槽 B γ線線量 A 警報 

171 溶解槽 B γ線線量 B 警報 

172 前処理建屋 臨界警報 A 

173 前処理建屋 臨界警報 B 

174 分離建屋 臨界警報 

175 精製建屋 臨界警報 A 

176 精製建屋 臨界警報 B 

177 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 臨界警報 A 

178 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 臨界警報 B 

179 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 臨界警報 C 

180 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 臨界警報 D 

181 水素掃気用空気貯槽圧力 A 警報 

182 水素掃気用空気貯槽圧力 B 警報 

183 前処理建屋 火災報 

184 分離建屋 火災報 
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第８－４表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（８／８） 

 

Ｎｏ 対象パラメータ 

185 精製建屋 火災報 

186 分析建屋 火災報 

187 制御建屋 火災報 

188 主排気筒管理建屋 火災報 

189 試薬建屋 火災報 

190 ウラン脱硝建屋 火災報 

191 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 火災報 

192 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 火災報 

193 低レベル廃棄物処理建屋 火災報 

194 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 火災報 

195 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 火災報 

196 非常用電源建屋 火災報 

197 高レベル廃液ガラス固化建屋 火災報 

198 第 1 非常用 DG A しゃ断器 

199 第 1 非常用 DG B しゃ断器 

200 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋非常用母線 A 電圧（RS 相） 

201 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋非常用母線 B 電圧（RS 相） 

202 第 2 非常用 DG A しゃ断器 

203 第 2 非常用 DG B しゃ断器 

204 非常用主母線 A 電圧（RS 相） 

205 非常用主母線 B 電圧（RS 相） 
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第８－５表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（１／１） 

臨界事故の拡大の防止対策 

Ｎｏ 対象パラメータ 

1 放射線レベル 

2 貯槽掃気圧縮空気流量 

3 貯留タンク圧力 

4 貯留タンク流量 

5 貯留タンク放射線レベル 
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第８－６表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（１／１）

冷却機能の喪失による蒸発乾固の対策

Ｎｏ 対象パラメータ

1 貯槽温度 

2 冷却コイル通水流量 

3 冷却水流量 

4 貯槽液位 

5 機器注水流量 

6 凝縮器出口排気温度 

7 セル導出ユニットフィルタ差圧

8 フィルタ差圧

9 凝縮水回収先セル液位 

10 凝縮水回収先貯槽液位 
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第８－７表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（１／１） 

放射線分解により発生する水素による爆発の対策 

Ｎｏ 対象パラメータ 

1 圧縮空気貯槽圧力 

2 圧縮空気ユニット圧力 

3 予備圧縮空気ユニット圧力 

4 手動圧縮空気ユニット接続系統圧力 

5 貯槽掃気圧縮空気流量 

6 水素掃気系統圧縮空気圧力 

7 かくはん系統圧縮空気圧力 

8 セル導出ユニット流量 

9 水素濃度 

10 セル導出ユニットフィルタ差圧 

11 フィルタ差圧 
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第８－８表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（１／１） 

有機溶媒等による火災又は爆発の対策 

Ｎｏ 対象パラメータ 

1 プルトニウム濃縮缶供給槽液位 

2 供給槽ゲデオン流量 

3 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度 

4 プルトニウム濃縮缶圧力 

5 プルトニウム濃縮缶気相部温度 

6 プルトニウム濃縮缶液相部温度 

7 貯留タンク圧力 

8 貯留タンク流量 
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第８－９表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（１／１） 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対策 

Ｎｏ 対象パラメータ 

1 燃料貯蔵プール等水位 

2 燃料貯蔵プール等温度 

3 代替注水設備流量 

4 スプレイ設備流量 
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第８－１０表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（１／３）

監視測定設備

Ｎｏ 対象パラメータ

1 可搬型排気モニタリング設備 可搬型ガスモニタ 

2
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） １ 

3
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） １ 

4
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） １ 

5
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） １ 

6
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） ２ 

7
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） ２ 

8
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） ２ 

9
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） ２ 

10
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） ３ 

11
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） ３ 

12
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） ３ 

13
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） ３ 

14
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） ４ 

15
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） ４ 

16
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） ４ 

17
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） ４ 
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第８－１０表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（２／３） 

監視測定設備 

Ｎｏ 対象パラメータ 

18 
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） ５ 

19 
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） ５ 

20 
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） ５ 

21 
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） ５ 

22 
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） ６ 

23 
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） ６ 

24 
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） ６ 

25 
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） ６ 

26 
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） ７ 

27 
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） ７ 

28 
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） ７ 

29 
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） ７ 

30 
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） ８ 

31 
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） ８ 

32 
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） ８ 

33 
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） ８ 
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第８－１０表 データ表示装置にて確認できるパラメータ（３／３）

監視測定設備

Ｎｏ 対象パラメータ

34
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（NaI（Tl）シンチレーション検出器） ９ 

35
可搬型環境モニタリング設備 可搬型線量計 

（電離箱式又は半導体検出器） ９ 

36
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（ZnS（Ag）シンチレーション式検出器） ９ 

37
可搬型環境モニタリング設備 ダスト モニタ 

（プラスチックシンチレーション式検出器） ９ 

38 可搬型気象観測設備 風向風速計 

39 可搬型気象観測設備 日射計 

40 可搬型気象観測設備 放射収支計 

41 可搬型気象観測設備 雨量計 
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補足説明資料 2-9（４７条） 
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SA 設備基準適合性一覧表 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備 

ａ．統合原子力防災ネットワ－ク（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用） 

統合原子力防災ネットワ－クＩＰ電話 

 － 

数  量   １台 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
１台 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 ダイヤル操作 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） － 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時から使用している設備であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 平常時と同等 

第
２
項(

常
設) 

共通

要因

故障

防止 

 

地震（溢水） 

・地震起因重大事故機能維持設計としており、 

重大事故等の起因となる安全機能と同時に 

機能喪失しない 

・溢水防護対応 

落雷 接地により防護 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト 
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備 

ａ．統合原子力防災ネットワ－ク 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

統合原子力防災ネットワ－クＩＰ－ＦＡＸ 

 － 

数  量   １台 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
１台 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 ダイヤル操作 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） － 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時から使用している設備であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 平常時と同等 

第
２
項(

常
設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） 

・地震起因重大事故機能維持設計としており、 

重大事故等の起因となる安全機能と同時に 

機能喪失しない 

・溢水防護対応 

落雷 接地により防護 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト 
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備 

ａ．統合原子力防災ネットワ－ク 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

統合原子力防災ネットワ－クＴＶ会議システム 

 － 

数  量   １台 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
１台 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 ダイヤル操作 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） － 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時から使用している設備であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 平常時と同等 

第
２
項(

常
設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） 

・地震起因重大事故機能維持設計としており、 

重大事故等の起因となる安全機能と同時に 

機能喪失しない 

・溢水防護対応 

落雷 接地により防護 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト 
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備

ｂ．デ－タ伝送設備 

－ 

－ 

数  量 １台 

－ 

第
３
３
条

第
１
項
（
共
通
）

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
１台 

容量 － 

第２号 

環
境
条
件
に

お
け
る
健
全
性

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性

操作環境 屋内 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） － 

第６号 
悪
影
響

系統設計 
通常時から使用している設備であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 平常時と同等 

第
２
項(

常
設) 

共通要

因故障

防止 

地震（溢水） 

・地震起因重大事故機能維持設計としており、

重大事故等の起因となる安全機能と同時に

機能喪失しない

・溢水防護対応

落雷 接地により防護 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
）

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備 

ｃ．代替通話系統 

－ 

 前処理建屋 

２系列 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２系列 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 重大事故環境に対応 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を及ぼさ

ない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない。 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 10mSv 以下で作業管理 

第
２
項(

常
設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） 

・重大事故対処専用であり設計基準事故に 

対処するための設備の安全機能はない 

・溢水防護対応 

落雷 影響を受けない 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト 
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備 

ｃ．代替通話系統 

－ 

 分離建屋 

２系列 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２系列 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 重大事故環境に対応 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない。 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 10mSv 以下で作業管理 

第
２
項(

常
設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） 

・重大事故対処専用であり設計基準事故に 

対処するための設備の安全機能はない 

・溢水防護対応 

落雷 影響を受けない 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト 
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備

ｃ．代替通話系統 

－ 

精製建屋 

２系列 

－ 

第
３
３
条

第
１
項
（
共
通
）

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２系列 

容量 － 

第２号 

環
境
条
件
に

お
け
る
健
全
性

温度、圧力、湿度、放射線 重大事故環境に対応 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性

操作環境 屋内 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない。 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 10mSv 以下で作業管理 

第
２
項(

常
設) 

共通要

因故障

防止 

地震（溢水） 

・重大事故対処専用であり設計基準事故に

対処するための設備の安全機能はない

・溢水防護対応

落雷 影響を受けない 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
）

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備 

ｃ．代替通話系統  

－ 

 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

２系列 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２系列 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 重大事故環境に対応 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない。 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 10mSv 以下で作業管理 

第
２
項(

常
設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） 

・重大事故対処専用であり設計基準事故に 

対処するための設備の安全機能はない 

・溢水防護対応 

落雷 影響を受けない 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト 
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(１) 常設重大事故等対処設備 

ｃ．代替通話系統 

－ 

 高レベル廃液ガラス固化建屋 

２系列 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２系列 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 重大事故環境に対応 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 
地震起因重大事故機能維持設計としており 

悪影響を及ぼさない。 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 10mSv 以下で作業管理 

第
２
項(

常
設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） 

・重大事故対処専用であり設計基準事故に 

対処するための設備の安全機能はない 

・溢水防護対応 

落雷 影響を受けない 

降下火砕物による降灰濃度 影響を受けない 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 － 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 

－ 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） － 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 － 

その他 － 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 － 

第５号 アクセスル－ト 
－ 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 
－ 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 
－ 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ａ．可搬型通話装置 

 

 － 

台  数   245 台 

（うち 125 台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 

２セット＋１台 

（１セット＋１台） 

※＋１台は使用する建屋毎（５建屋）に配備 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 重大事故環境に対応 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 携行型であり溢水の影響を受けない 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 通話操作 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を及ぼさ

ない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 10mSv 以下で作業管理 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 コネクタ方式 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 10mSv 以下で作業管理 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｂ．可搬型衛星電話（屋内用） 

レシ－バ 

 － 

台  数   32 台 

（うち 17 台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 

２セット＋１台 

（１セット＋１台） 

※＋１台は使用する建屋毎（２建屋）に配備 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 屋外環境に対応 

自然現象等 屋外環境に対応 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋外 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｂ．可搬型衛星電話（屋内用） 

ハンドセット 

 － 

台  数   32 台 

（うち 17 台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 

２セット＋１台 

（１セット＋１台） 

※＋１台は使用する建屋毎（２建屋）に配備 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 ダイヤル操作 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 平常時と同等 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 平常時と同等 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｂ．可搬型衛星電話（屋内用） 

アンテナ 

 － 

台  数   30 台 

（うち 15 台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２セット 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 屋外環境に対応 

自然現象等 屋外環境に対応 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｂ．可搬型衛星電話（屋内用） 

アンテナケ－ブル 

 － 

本  数   30 本 

（うち 15 本は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２セット 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 屋外環境に対応 

自然現象等 屋外環境に対応 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｂ．可搬型衛星電話（屋内用） 

ＬＡＮケ－ブル 

 － 

本  数   30 本（うち 15 本は故障時バック

アップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２セット 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 
・平常時と同等（屋内敷設部） 

・屋外環境に対応（屋外敷設部） 

自然現象等 屋外環境に対応 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内及び屋外 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） ・平常時と同等（屋内敷設部） 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） ・平常時と同等（屋内敷設部） 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｃ．可搬型衛星電話（屋外用） 

電話端末 

 － 

台  数   75 台 

（うち 39 台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 

２セット＋１台 

（１セット＋１台） 

※＋１台は使用する建屋毎（３建屋）に配備 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 屋外環境に対応 

自然現象等 屋外環境に対応（携行型のため影響を受けない） 

地震随伴の溢水 携行型であり溢水の影響を受けない 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋外 

操作内容 ダイヤル操作 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｄ．可搬型トランシ－バ（屋内用） 

レシ－バ 

 － 

台  数   16 台 

（うち９台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 

２セット＋１台 

（１セット＋１台） 

※＋１台は使用する建屋毎（２建屋）に配備 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 屋外環境に対応 

自然現象等 屋外環境に対応 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋外 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｄ．可搬型トランシ－バ（屋内用） 

ハンドセット 

 － 

台  数   16 台 

（うち９台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 

２セット＋１台 

（１セット＋１台） 

※＋１台は使用する建屋毎（２建屋）に配備 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 平常時と同等 

自然現象等 屋内のため該当しない 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 平常時と同等 

操作内容 通話操作 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 平常時と同等 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 平常時と同等 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 

161



 

 

 

33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｄ．可搬型トランシ－バ（屋内用） 

アンテナ 

 － 

台  数   14 台 

（うち７台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２セット 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 屋外環境に対応 

自然現象等 屋外環境に対応 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋外 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｄ．可搬型トランシ－バ（屋内用） 

アンテナケ－ブル 

 － 

本  数   14 本 

（うち７本は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２セット 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 屋外環境に対応 

自然現象等 屋外環境に対応 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋外 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｄ．可搬型トランシ－バ（屋内用） 

ＬＡＮケ－ブル 

 － 

本  数   14 本 

（うち７本は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 
２セット 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 
・平常時と同等（屋内敷設部） 

・屋外環境に対応（屋外敷設部） 

自然現象等 屋外環境に対応 

地震随伴の溢水 溢水の影響を受けないよう設置 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋内及び屋外 

操作内容 操作不要 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） ・平常時と同等（屋内敷設部） 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） ・平常時と同等（屋内敷設部） 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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33 条適合性 

47 条 

－ 

(２) 可搬型重大事故等対処設備 

ｅ．可搬型トランシ－バ（屋外用） 

トランシ－バ端末 

 － 

台  数   97 台 

（うち 50 台は故障時バックアップ） 

－ 

第
３
３
条 

第
１
項
（
共
通
） 

第１号 

個数 

（）は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ 

２セット＋１台 

（１セット＋１台） 

※＋１台は使用する建屋毎（３建屋）に配備 

容量 － 

第２号 

 

環
境
条
件
に 

お
け
る
健
全
性 

温度、圧力、湿度、放射線 屋外環境に対応 

自然現象等 屋外環境に対応（携行型のため影響を受けない） 

地震随伴の溢水 携行型であり溢水の影響を受けない 

第３号 
操
作
性 

操作環境 屋外 

操作内容 通話操作 

第４号 試験・検査 33 条 別紙－1 参照 

第５号 切り替え性（本来の用途以外の用途で使用する場合） 重大事故対処専用であり該当しない 

第６号 
悪
影
響 

系統設計 
通常時は分離された状態であり悪影響を 

及ぼさない 

その他（飛散物） 保管時は固縛により悪影響を及ぼさない 

第７号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第
２
項(

常

設) 

共通要

因故障

防止 

 

地震（溢水） － 

落雷 － 

降下火砕物による降灰濃度 － 

第
３
項
（
可
搬
型
） 

第１号 常設との接続性 常設との接続はない 

第２号 
異なる複数の接続口の確保 

（再処理施設の外から水等を供給するもの） 
対象外 

第３号 設置場所（放射線影響の防止） 屋外 

第４号 
保管 

場所 

常設重大事故等対処設備と異なる場所への保管 
考慮する対象となる常設重大事故等対処設備は

ない 

その他 
同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備 

同士は分散して保管 

故意による大型航空機の衝突に対する考慮 外部保管エリアにも故障時バックアップを保管 

第５号 アクセスル－ト ２ル－ト確保 

第６号 

共
通
要
因
故
障

防
止 

地震（溢水） 保管時は固縛、溢水に対する防護をして保管 

落雷 建物内及び簡易倉庫に保管 

降下火砕物による降灰濃度 
簡易倉庫に保管しているものは建屋内又は 

保管庫に移動 
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補足説明資料 2-10（４７条） 
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設備操作及び切替に関する説明書 
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   ・写真については，一部イメージを含む。 

 

第 10－１図 制御建屋等の通信連絡を行うために必要な設備 操作概要図 

① 可搬型トランシーバ 

通話ボタン操作 

電源スイッチ操作 

一般の携帯電話と同様の操作 

【凡 例】 

① 可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用） 

② 可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用） 

③ 可搬型通話装置 

② 可搬型衛星電話 

② 可搬型通話装置 

通話スイッチ操作 
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   ・写真については，一部イメージを含む。 

 

第 10－２図 緊急時対策建屋の通信連絡を行うために必要な設備 操作概要図 

③ TV 会議システム 

電源スイッチ操作 

一般の電話機及び FAX と同様の操作 

【凡 例】 
① 統合原子力防災ネットワーク IP 電話 
② 統合原子力防災ネットワーク IP－FAX 
③ 統合原子力防災ネットワーク TV 会議システム 
④ データ伝送設備 
⑤ 可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用） 
⑥ 可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用） 

④ データ伝送設備 

① IP 電話 

一般のコンピュータと同様の操作 

②IP－FAX 

設置場所 
統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 
（TV 会議システム，IP 電話及び IP－FAX） 

ネットワーク 

電源スイッチ操作 

通話ボタン操作 

一般の携帯電話と同様の操作 

⑥ 可搬型トランシーバ ⑤ 可搬型衛星電話 
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補足説明資料 2-11（４７条） 
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系統図 
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現場（屋内）

現場（屋外）

緊急時対策建屋

統合原子力ネットワーク

（IP電話，IP-FAX，

TV会議システム）

制御建屋

再処理事業所外再処理事業所

緊急時対応センター

（原子力規制庁）

オフサイトセンター

データセンター

（ERSS※1原子力規制庁）

自治体（青森県等）

その他関係箇所

　【凡例】

：設計基準対象設備
　および重大事故等対処　

　設備として使用する設備

：通信の流れ

：データの流れ

※1：国の緊急時対策支援システム

再処理事業所内 再処理事業所外

データ伝送設備

可般型通話装置

可般型情報収集装置

（代替計測設備）

可般型データ伝送装置

（代替監視測定設備）

情報収集装置

（緊急時対策所）

情報表示装置

（緊急時対策所）

可般型情報収集装置

（代替計測設備）

可般型情報表示装置

（代替計測設備）

可般型データ表示装置

（代替監視測定設備）

：（代替監視測定設備）

：代替通信連絡設備

：（緊急時対策所）

：（代替計測制御設備）
可般型通話装置

可般型衛星電話

（屋外用）

可般型トランシーバ

（屋外用）

可般型衛星電話

（屋内用）

可般型トランシーバ

（屋内用）

可般型トランシーバ

（屋内用）

可般型衛星電話

（屋内用）

制御建屋（屋外）

可般型衛星電話

（屋外用）

可般型トランシーバ

（屋内用）

可般型衛星電話

（屋内用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

第 11－１図 通信連絡を行うために必要な設備の概要 
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現場
（屋内）

制御建屋等

現場
（屋外）

緊急時対策建屋

【凡例】

制御建屋，
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型通話装置
可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）
可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用）

アンテナ

衛星

可搬型トランシーバ
（屋内用）

可搬型
通話装置

可搬型衛星電話
（屋内用）

アンテナ

可搬型衛星電話
（屋外用）

可搬型トランシーバ
（屋外用）

可搬型
通話装置

可搬型トランシーバ
（屋内用）

可搬型衛星電話
（屋内用）

可搬型
通話装置

 

第 11－２図 再処理事業所内の通信連絡設備の概要 
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制御建屋，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
緊急時対策建屋

　【凡例】

　　　　　　　　　　　　　　：通信事業者回線（衛星通信回線）（衛星系）

現場（屋外）

衛星

可般型衛星電話（屋内用）

可般型衛星電話（屋外用）

可般型衛星電話（屋内用）

 

第 11－３図 制御建屋等及び緊急時対策建屋並びに現場（屋外）における可搬型衛星電話（屋内用）等の概要 
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再処理事業所

制御建屋

可搬型衛星電話

（屋内用）

社内（青森，東京等）

可搬型衛星電話

通
信
事
業
者
回
線

（
衛
星
無
線
通
信
回
線
）

（
衛
星
系
）

　【通信の流れ】

衛星系

緊急時対策建屋

可搬型衛星電話

（屋外用）

 

 

第 11－４図 再処理事業所外への通信連絡設備（社内関係箇所）の概要 
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通
信
事
業
者
回
線

（
衛
星
無
線
通
信
回
線
）

（
衛
星
系
）

通
信
事
業
者
回
線

（
有
線
お
よ
び
無
線
系
）

オフサイトセンター

一般加入電話

衛星電話

国（原子力規制委員会等）

一般加入電話

衛星電話

　【通信の流れ】

有線系

衛星系

再処理事業所

制御建屋

可搬型衛星電話

（屋内用）

緊急時対策建屋

可搬型衛星電話

（屋外用）

 

第 11－５図 再処理事業所外への通信連絡設備（社外関係箇所）の概要（その１） 
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再処理事業所 国（原子力規制委員会等）

ＩＰ電話

ＴＶ会議システム

ＩＰ－ＦＡＸ

ＩＰ電話

ＴＶ会議システム

ＩＰ－ＦＡＸ

ＩＰ電話

ＴＶ会議システム

ＩＰ－ＦＡＸ

通
信
事
業
者
回
線

（
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

（
有
線
系
）

通
信
事
業
者
回
線

（
衛
星
無
線
通
信
回
線
）

（
衛
星
系
）

緊急時対策建屋

オフサイトセンター

　【通信の流れ】

有線系

衛星系

 

第 11－６図 再処理事業所外への通信連絡設備（社外関係箇所）の概要（その２） 
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統合原子力防災ネットワーク（衛星系）

緊急時対策支援システム
（ERSS）

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（有
線
系
）

緊急時対策建屋
制御建屋，使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設

データ伝送設備
情報収集装置

（緊急時対策所）

再処理事業所外再処理事業所内

【凡例】

有線系

無線または衛星系

情報表示装置
（緊急時対策所）

可搬型情報収集装置
（計装設備）

可搬型情報表示装置
（計装設備）

可搬型情報収集装置
（計装設備）

※

※ ※

現場（屋外）

可搬型データ伝送装置
（監視測定設備）

現場（屋内）

通信連絡設備

可搬型データ表示装置
（監視測定設備）

 

第 11－７図 データ伝送設備等の概要 
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補足説明資料 2-12（４７条） 
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試験検査 
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○再処理事業所内の通信設備の試験検査

再処理事業所内の通信設備における試験検査は、第 12－１表のとおりで

ある。再処理事業所内の通信設備の概要を第 12－１図に示す。 

第 12－１表 通信設備（事業所内）における試験検査 

施設の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 
通話通信の確認 

（乾電池交換、充電池充電） 

外観検査 外観の確認 

停止中 

機能・性能検査 
通話通信の確認 

（乾電池交換、充電池充電） 

外観検査 外観の確認 

第 12－１図 再処理事業所内の通信設備の概要 

現場
（屋内）

制御建屋等

現場
（屋外）

緊急時対策建屋

【凡例】

制御建屋，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室

可搬型通話装置
可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）
可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用）
再処理事業所内の通信設備
再処理事業所内の通信設備（再処理事業所外への通信設備と共用）

アンテナ

衛星

可搬型トランシーバ
（屋内用）

可搬型
通話装置

可搬型衛星電話
（屋内用）

アンテナ

可搬型衛星電話
（屋外用）

可搬型トランシーバ
（屋外用）

可搬型
通話装置

可搬型トランシーバ
（屋内用）

可搬型衛星電話
（屋内用）

可搬型トランシーバ
（屋外用）

可搬型トランシーバ
（屋内用）

衛星電話設備
（屋外アンテナ）

可搬型衛星電話
（屋内用）

可搬型衛星電話
（屋外用）

可搬型
通話装置

可搬型
通話装置

アンテナ

アンテナ
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可搬型通話装置の試験検査 

 

 

【試験構成】 

 

現場【屋内】

【再処理事業所】

可搬型通話装置の端末 可搬型通話装置の端末

現場【屋外】

代替通話系統

 

※試験区間：屋内(可搬型通話装置) ～ 屋外（可搬型通話装置） 

※乾電池は定期的に交換する 

・写真については、一部イメージを含む。 

 

第 12－２図 可搬型通話装置 試験検査構成  
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可搬型トランシーバ（屋外用）の試験検査 

【試験構成】 

可般型トランシーバ

（屋外用）

【現場】屋外

可般型トランシーバ

（屋外用）

【現場】屋外

【再処理事業所】

※試験区間：屋外(可搬型トランシーバ) ～ 屋外（可搬型トランシーバ） 

※充電池を定期的に充電する

・写真については、一部イメージを含む。

第 12－３図 可搬型トランシーバ（屋外用） 試験検査構成 
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可搬型トランシーバ（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）の試験

検査 

 

 

【試験構成】 

 

可般型トランシーバ

（屋外用）

【現場】屋外

可般型トランシーバ

（屋内用）

【現場】屋内

【再処理事業所】

 

※試験区間：屋外(可搬型トランシーバ) ～ 屋内（可搬型トランシーバ） 

※充電池を定期的に充電する 

・写真については、一部イメージを含む。 

 

第 12－４図 可搬型トランシーバ（屋外用）－（屋内用）  

試験検査構成 
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可搬型衛星電話（屋内用）の試験検査 

【試験構成】 

可搬型衛星電話

（屋内用）
可搬型衛星電話

（屋内用）

緊急時対策建屋

【再処理事業所】

制御建屋

アンテナアンテナ

衛星

※試験区間：制御建屋(可搬型衛星電話) ～ 緊急時対策建屋(可搬型衛

星電話） 

※充電池を定期的に充電する

・写真については、一部イメージを含む。

第 12－５図 可搬型衛星電話（屋内用） 試験検査構成 
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可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）の試験検査 

 

 

【試験構成】 

 

可搬型衛星電話

（屋外用）

可搬型衛星電話

（屋内用）

緊急時対策建屋【再処理事業所】

屋外

アンテナ

衛星

 

※試験区間：屋外(可搬型衛星電話） ～ 緊急時対策建屋(可搬型衛星電

話) 

※充電池を定期的に充電する 

・写真については、一部イメージを含む。 

 

第 12－６図 可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用） 

試験検査構成 
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可搬型衛星電話（屋外用）の試験検査 

【試験構成】 

可般型衛星電話

（屋外用）

【現場】屋外

衛星

【現場】屋外

可般型衛星電話

（屋外用）

※試験区間：屋外(可搬型衛星電話) ～ 屋外(可搬型衛星電話）

※充電池を定期的に充電する

・写真については、一部イメージを含む。

第 12－７図 可搬型衛星電話（屋外用） 試験検査構成 
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○再処理事業所外への通信設備の試験検査

再処理事業所外への通信設備における試験検査は、第 12－2 表のとおりで

ある。再処理事業所外への通信設備の概要を第 12－８図に示す。 

第 12－2 表 再処理事業所外への通信設備における試験検査 

施設の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 通話通信の確認 

外観検査 外観の確認 

停止中 

機能・性能検査 通話通信の確認 

外観検査 外観の確認 

再処理事業所 国（原子力規制委員会等）

ＩＰ電話

ＴＶ会議システム

ＩＰ－ＦＡＸ

ＩＰ電話

ＴＶ会議システム

ＩＰ－ＦＡＸ

ＩＰ電話

ＴＶ会議システム

ＩＰ－ＦＡＸ

通
信
事
業
者
回
線

（
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

（
有
線
系
）

通
信
事
業
者
回
線

（
衛
星
無
線
通
信
回
線
）

（
衛
星
系
）

緊急時対策建屋

オフサイトセンター

　【通信の流れ】

有線系

衛星系

第 12－８図 再処理事業所外への通信設備の概要 
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統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（ＩＰ電話）の 

試験検査 

【試験構成】 

【原子力規制委員会】緊急時対策建屋

アンテナアンテナ

衛星

（衛星系回線）

緊急時対策所

ＩＰ電話

（有線系回線）

ＩＰ電話

※試験区間：緊急時対策所 ～ 原子力規制委員会

・写真については、一部イメージを含む。

第 12－９図 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

（ＩＰ電話） 試験検査構成 

については商業機密の観点から公開できません。
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統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（ＩＰ－ＦＡＸ）の 

試験検査 

 

 

【試験構成】 

 

 

ＩＰ－ＦＡＸ

【原子力規制委員会】緊急時対策建屋

アンテナアンテナ

衛星

（衛星系回線）

緊急時対策所

（有線系回線）

ＩＰ－ＦＡＸ

 

 

※試験区間：緊急時対策所 ～ 原子力規制委員会 

・写真については、一部イメージを含む。 

 

第 12－10図 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（ＩＰ－ＦＡＸ） 試験検査構成 
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統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（ＴＶ会議システム）

の試験検査 

 

 

【試験構成】 

 

 

【原子力規制委員会】緊急時対策建屋

アンテナアンテナ

衛星

（衛星系回線）

緊急時対策所

ＴＶ会議

システム

（有線系回線）

ＴＶ会議

システム

 

※試験区間：緊急時対策所 ～ 原子力規制委員会 

・写真については、一部イメージを含む。 

 

第 12－11図 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（ＴＶ会議システム） 試験検査構成 

  

191



○データ伝送設備の試験検査 

 

データ伝送設備における試験検査は、第 12－3表のとおりである。データ

伝送設備の概要を第 12－12図に示す。 

 

第 12－3 表 データ伝送設備における試験検査 

施設の状態 項目 内容 

運転中 

機能・性能検査 データ通信の確認 

外観検査 外観の確認 

停止中 

機能・性能検査 データ通信の確認 

外観検査 外観の確認 

 

 

統合原子力防災ネットワーク（衛星系）

緊急時対策支援システム
（ERSS）

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（有
線
系
）

緊急時対策建屋
制御建屋，使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室

データ伝送設備
情報収集装置

（緊急時対策所）

再処理事業所外再処理事業所内

【凡例】

有線系

無線または衛星系

情報表示装置
（緊急時対策所）

可搬型情報収集装置
（計装設備）

可搬型情報表示装置
（計装設備）

可搬型データ表示装置
（監視測定設備）

可搬型情報収集装置
（計装設備）

※

※ ※

現場（屋外）

可搬型データ伝送装置
（監視測定装置）

現場（屋内）

通信連絡設備

 

  

 

第 12－12図 データ伝送設備の概要 
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データ伝送設備の試験検査 

 

 

【試験構成】 

 

緊急時対策建屋

【再処理事業所】

制御建屋

有線系

情報収集装置

（緊急時対策所）

情報表示装置

（緊急時対策所）

可搬型情報収集装置

（計装設備）

可搬型データ表示装置

（監視測定設備）

可搬型情報表示装置

（計装設備）
【再処理事業所】

現場（屋内）

可搬型情報収集装置

（代替計測制御設備）

【再処理事業所】

現場（屋外）

可搬型データ伝送装置

（監視測定設備）

無線または衛星系

データ伝送設備

（通信連絡設備）

【凡例】

 

 

※試験区間：現場（屋外） ～ 緊急時対策建屋，制御建屋 

・写真については、一部イメージを含む。 

 

第 12－13図 データ伝送設備 試験検査構成 
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補足説明資料 2-13（４７条） 
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乾電池又は充電池による代替計測制御設備への給電について 

 

１．基本的な考え方 

代替計測制御設備の可搬型重大事故等対処設備については，乾電池又は充電池を用いる

ことにより外部電源が喪失した場合においても使用できる設計とする。 

 可搬型重大事故等対処設備の電源は，可搬型重大事故等対処設備の使用頻度を踏まえ，

対処に使用する期間においても使用できることを基本とする。 

 

２．給電方式の整理 

 代替計測制御設備の可搬型重大事故等対処設備のうち，電源が必要な設備の給電方式を

表 13－１に整理する。 

 

第 13－１表 電源が必要な可搬型重大事故等対処設備 
通信種別 可搬型重大事故等対処設備 給電方式 

再処理事業

所内の通信

設備 

代替通話系統 － 

可搬型通話装置 乾電池 

可搬型衛星電話（屋内用） 

充電池 

制御建屋可搬型発電機 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機 

緊急時対策建屋用発電機 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

充電池 

制御建屋可搬型発電機 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機 

緊急時対策建屋用発電機 

可搬型衛星電話（屋外用） 充電池 

可搬型トランシーバ（屋外用） 充電池 

再処理事業

所外への通

信設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 緊急時対策建屋用発電機 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 緊急時対策建屋用発電機 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 緊急時対策建屋用発電機 

可搬型衛星電話（屋内用） 緊急時対策建屋用発電機 

可搬型衛星電話（屋外用） 充電池 

データ伝送設備 緊急時対策建屋用発電機 
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（１）給電方式の概要 

ａ．乾電池 

以下の設備の電源は，乾電池として汎用の乾電池を電源として用いる設備であり，乾

電池を交換することにより継続使用が可能な設備である。 

 ・可搬型通話装置 

 

 ｂ．充電池 

以下の設備の電源は，充電池として，機器に備え付けの充電池又は汎用の充電池を電

源として用いる設備であり，枯渇した場合は充電池の交換及び充電をすることにより，

継続使用が可能な設備である。 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

 

  なお，充電池の残容量が減少した場合は，c 項の可搬型発電機にて充電することにより，

継続使用することが可能である。 

 

 ｃ．発電機 

以下の設備の電源は，制御建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機，緊急時対策建屋用発電機を電源として用いる設備であり, 当該発電機から

の給電を受ける前は各設備の充電池で動作し，当該発電機による給電以降は，接続系統

を切り替えることにより，継続使用が可能な設備である。 

なお，当該発電機は，可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

の充電池の充電にも使用する。 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

 

３．可搬型重大事故等対処設備への給電の継続性の整理 

 ａ．考慮事項 

・可搬型重大事故等対処設備への給電は，通信連絡を行う期間，電源が枯渇することの

ないこと。 

 ｂ．継続性の整理 

  可搬型重大事故等対処設備への給電の継続性について，第 13－２表にまとめた。 
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第13－２表 可搬型重大事故等対処設備への給電の継続性 

通信種別 可搬型重大事故等対処設備 使用場所 給電方式 給電可能時間 継続するための措置 

再処理事

業所内の

通信設備 

代替通話系統 － － － 
当該設備は可搬型通話装置の電路であり，代替電源

としての措置は不要。 

可搬型通話装置 

前処理建屋 

分離建屋 

精製建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

乾電池 7日間以上 

乾電池の交換をすることなく７日間以上の使用が可

能であるため，重大事故等対処の期間において電源

が枯渇することはない。 

乾電池は，定期的に交換を実施することで，左記の

給電可能時間を維持することとする。 

可搬型衛星電話（屋内用） 

使用済燃料の受入れ貯蔵建屋 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可

搬型発電機 

－ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 

からの給電により，代替電源としての給電を継続す

る。なお，使用済燃料の受入れ貯蔵建屋に設置する

可搬型衛星電話（屋内用）は，当該発電機からの給

電開始以降に使用するため，充電池による代替電源

の措置は不要である。 

制御建屋 

充電池 

制御建屋可搬型発電

機 

7時間以上 

制御建屋可搬型発電機から受電されるまでの期間(7

時間)を充電池にて給電し，それ以降は当該発電機か

らの給電に切り替えることにより，代替電源として

の給電を継続する。 

充電池の残量は，使用の都度，充電池のランプ表示

にて確認可能である。 

充電池は，定期的に充電することで，左記の給電可

能時間を維持することとする。 

緊急時対策建屋 
緊急時対策建屋用発

電機 
－ 

緊急時対策建屋用発電機からの給電により，代替電

源としての給電を継続する。なお，緊急時対策建屋

に設置する可搬型衛星電話（屋内用）は，当該発電

機からの給電開始以降に使用するため，充電池によ

る代替電源の措置は不要である。 
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可搬型トランシーバ（屋内

用） 

使用済燃料の受入れ貯蔵建屋 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可

搬型発電機 

 

－ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 

からの給電により，代替電源としての給電を継続す

る。なお，使用済燃料の受入れ貯蔵建屋に設置する

可搬型衛星電話（屋内用）は，当該発電機からの給

電開始以降に使用するため，充電池による代替電源

の措置は不要である。 

制御建屋 

充電池 

制御建屋可搬型発電

機 

7時間以上 

制御建屋可搬型発電機から受電されるまでの期間(7

時間)を充電池にて給電し，それ以降は当該発電機か

らの給電に切り替えることにより，代替電源として

の給電を継続する。 

充電池の残量は，使用の都度，充電池のランプ表示

にて確認可能である。 

充電池は，定期的に充電することで，左記の給電可

能時間を維持することとする。 

緊急時対策建屋 
緊急時対策建屋用発

電機 
－ 

緊急時対策建屋用発電機からの給電により，代替電

源としての給電を継続する。なお，緊急時対策建屋

に設置する可搬型トランシーバ（屋内用）は，当該

発電機の給電が開始されてから使用するため，充電

池による代替電源の措置は不要である。 

可搬型衛星電話（屋外用） 屋外 充電池 10時間 

予備の充電池と交換することにより，代替電源とし

ての給電を継続する。また，予備の充電池に交換し

た際は，交換前の充電池を制御建屋可搬型発電機等

にて充電することにより，継続使用が可能である。 

充電池の残量は，使用の都度，端末の表示画面にて

確認可能である。 

充電池は，定期的に充電することで，左記の給電可

能時間を維持することとする。 
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可搬型トランシーバ（屋外

用） 
屋外 充電池 10時間 

予備の充電池と交換することにより，代替電源とし

ての給電を継続する。また，予備の充電池に交換し

た際は，交換前の充電池を制御建屋可搬型発電機等

にて充電することにより，継続使用が可能である。 

充電池の残量は，使用の都度，端末の表示画面にて

確認可能である。 

充電池は，定期的に充電することで，左記の給電可

能時間を維持することとする。 

再処理事

業所外へ

の通信設

備 

統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話 
緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋用発

電機 
－ 

緊急時対策建屋用発電機からの給電により，代替電

源としての給電を継続する。 

統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ 
緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋用発

電機 
－ 

緊急時対策建屋用発電機からの給電により，代替電

源としての給電を継続する。 

統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム 
緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋用発

電機 
－ 

緊急時対策建屋用発電機からの給電により，代替電

源としての給電を継続する。 

可搬型衛星電話（屋内用） 緊急時対策建屋 
緊急時対策建屋用発

電機 
－ 

緊急時対策建屋用発電機からの給電により，代替電

源としての給電を継続する。なお，緊急時対策建屋

に設置する可搬型衛星電話（屋内用）は，当該発電

機からの給電開始以降に設置するため，充電池によ

る代替電源の措置は不要である。 
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可搬型衛星電話（屋外用） 制御建屋 充電池 10時間 

予備の充電池と交換することにより，代替電源とし

ての給電を継続する。また，予備の充電池に交換し

た際は，交換前の充電池を制御建屋可搬型発電機等

にて充電することにより，継続使用が可能である。 

充電池の残量は，使用の都度，端末の表示画面にて

確認可能である。 

充電池は，定期的に充電することで，左記の給電可

能時間を維持することとする。 

データ伝送設備 緊急時対策建屋 
緊急時対策建屋用発

電機 
－ 

緊急時対策建屋用発電機からの給電により，代替電

源としての給電を継続する。 
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